
令和５年度エネルギー需給構造高度化対策調査等事業 

 

 

 

 

 

 

再生可能エネルギー熱利用促進 

のための調査事業 

 

報告書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和６年２月 

 



- i - 

目 次 

 

第１章 はじめに ........................................................................................................................................... 1 

I. 背景及び目的 ........................................................................................................................................ 1 

II. 次章以降の構成................................................................................................................................... 1 

第２章 再エネ熱利用量の測定方法に関する調査 ................................................................................... 2 

I. 省エネ法における計測・報告方法に関する検討............................................................................. 2 

１． 検討概要 ....................................................................................................................................... 2 

２． 検討内容の整理 ........................................................................................................................... 2 

II. 再エネ熱利用量の把握に向けた検討 ............................................................................................... 5 

１． 再エネ熱に関する統計情報 ....................................................................................................... 5 

２． 統計データの現状 ....................................................................................................................... 7 

３． 今後の課題 ................................................................................................................................. 14 

III. 欧州における計測・報告方法に関する調査 ............................................................................... 15 

１． 欧州における再エネ熱の取り扱い ......................................................................................... 15 

２． REDⅡにおけるヒートポンプ（温熱）の取り扱い ............................................................... 15 

３． REDⅡにおけるヒートポンプ（冷熱）の取り扱い ............................................................... 19 

第３章 再エネ熱利用システムの類型に関する調査 ............................................................................. 22 

I. 再エネ熱利用システムの概要と類型 .............................................................................................. 22 

１． 太陽熱 ......................................................................................................................................... 22 

２． 雪氷熱 ......................................................................................................................................... 23 

３． 地熱・温泉熱 ............................................................................................................................. 25 

４． 海水熱・河川水熱 ..................................................................................................................... 26 

５． 下水熱 ......................................................................................................................................... 27 

６． 地中熱・地下水熱 ..................................................................................................................... 28 

７． 大気熱 ......................................................................................................................................... 29 

８． 各再エネ熱の用途 ..................................................................................................................... 30 

II. ベストプラクティスの調査 ............................................................................................................. 31 

１． 調査概要 ..................................................................................................................................... 31 

２． 調査結果 ..................................................................................................................................... 32 

第４章 再エネ熱を取り巻く制度に関する実態調査 ............................................................................. 60 

I. 国内における制度に関する調査 ...................................................................................................... 60 

１． 制度等の全体像 ......................................................................................................................... 60 

２． 普及方針策定・目標設定 ......................................................................................................... 60 

３． 補助金制度 ................................................................................................................................. 65 



- ii - 

４． 建築物に関する規制 ................................................................................................................. 73 

５． 環境価値取引 ............................................................................................................................. 76 

６． 技術開発支援 ............................................................................................................................. 80 

７． 導入アドバイス・情報提供 ..................................................................................................... 82 

II. 海外における制度に関する調査 ..................................................................................................... 85 

１． 制度等の全体像 ......................................................................................................................... 85 

２． 普及方針策定・目標設定 ......................................................................................................... 86 

３． 補助金制度 ................................................................................................................................. 89 

４． 建築物に関する規制 ................................................................................................................. 92 

５． 化石燃料の使用規制 ................................................................................................................. 94 

６． 排出量取引 ................................................................................................................................. 95 

７． 技術開発支援 ............................................................................................................................. 96 

８． 制度等の比較・示唆 ................................................................................................................. 99 

III. 導入コストの現状に関する調査 ................................................................................................. 101 

１． 分析概要 ................................................................................................................................... 101 

２． 分析結果 ................................................................................................................................... 101 

 

 





-  2 -  

第２章 再エネ熱利用量の測定方法に関する調査 

I. 省エネ法における計測・報告方法に関する検討 

１．検討概要 

2023 年 4 月 1 日の省エネ法の改正によって、省エネ法における 2024 年度提出の定期報告

書（2023 年度のエネルギー消費量に関する報告）から再エネ熱が新たに報告対象となってい

る。これに向けて、定期報告書の記入要領においても、「自然界に存する熱等の測定方法に

ついて」として、その計測・報告方法が整理されている。 

本項では、今後の適切かつ事業者にとって経済的で負担の少ない再エネ熱利用量の計測・

報告について検討した。 

 

２．検討内容の整理 

２.１  記入要領変更に係る検討（概要） 

事業者等からの問い合わせや業界団体へのヒアリングから以下の問題や要望が確認され

た。 

⚫ 温泉熱を源泉かけ流しなど報告対象とすべきかが明確でないケースがある。 

⚫ ヒートポンプの熱源によっては採熱量が測定できないことから、供給熱量や投入エネ

ルギー量から再エネ熱量を推計できる手法があることが望ましい。また、投入エネル

ギー量の把握にあたっては、近年、エネルギー消費量のデータを蓄積し、遠隔取得す

るサービスも存在するため、こうしたものを利用することで計測コストを低減できる。 

 

また、第3章のベストプラクティスの調査結果を記入要領の検討に反映した。具体的には、

ベストプラクティスの中でも要件定義が容易な熱回収運転モードを備えるヒートポンプに

ついて「一定の工夫」として例示することとした。 

上記を踏まえて、以下の通り、記入要領の変更案（赤字部分）を検討した。 

 

図表 2 記入要領の変更案 

 

太陽熱・地熱・温泉熱・雪氷熱について 

 

太陽熱・地熱・温泉熱・雪氷熱については、非化石エネルギーに定義されるため、報告の義務が

かかります。 

当該熱の使用量については、原則として、以下の A 又は B に該当するものを報告しなければな

らないこととします。 

A）他者から供給された熱を使用する場合には、購買量に供給された熱の形態に応じて以下の表

の係数を乗じた熱量 

 

産業用蒸気 １．１７ 
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産業用以外の蒸気 １．１９ 

温水 １．１９ 

冷水 １．１９ 

 

B）事業所内において施設又は設備によって集約した熱※１を使用する場合には、計量法に基づく

検定済み積算熱量計又は検定済み積算熱量計に準じた積算熱量計（検定済み積算熱量計を生産して

いるメーカーによる品質保証書が付いているもの等）を使用し、指示値を適切に読み取った値 

  

なお、太陽熱については、「建築用簡易計算ツール※２」を用いて推計した数値を報告することが

できます。当該ツールを使用する際には、下記の通り太陽熱利用機器について設置場所、集熱器型

式、集熱面積、傾斜角、方位角、年間給湯日数（給湯の場合）、について入力した際に「年間太陽熱

利用量」に表示される数値（kWh）に（3.6×１/1000）を乗じた数値（GJ）を報告してください。 

ただし、温泉熱を集熱して暖房に使用している場合や、氷室を備えて野菜の冷蔵に使用している

場合等、技術的・経済的に測定が困難であると認められる場合には、報告義務対象から除外するこ

ととします。 

  

※１ 熱交換器またはヒートポンプ等の設備によって集約した熱とし、例えば以下のように設備

を用いずに利用している場合には除外することとします。 

   ア 温泉水を熱交換せずに供給している場合 

   イ 日射取得のように設備を使用せずにそのまま太陽熱を利用している場合   

※２ 建築用簡易計算ツールは、ソーラーシステム振興協会のホームページからダウンロードく

ださい。   

https://www.ssda.or.jp/sales/keisan/ 

   太陽熱給湯器の推計に当たっては「太陽熱給湯の簡易計算 10 地点.xlsx」、太陽熱空調器の

推計に当たっては「太陽熱空調の簡易計算 9 地点.xlsx」を使用してください。 

 

 

海水熱、河川水熱、地下水熱、地中熱、大気熱、工場排水熱及び下水熱等について 

 

海水熱、河川水熱、地下水熱、地中熱、大気熱、工場排水熱及び下水熱等（以下「海水熱等」と

いう。）については、エネルギーには定義されないため、報告の義務はかかりません。 

他方、これらの熱を使用した場合※１、以下の A 又は B に該当した上で C にも該当するものの

み、特定―第９表「３ 非化石エネルギーへの転換に関する事項」欄に記載することができます※

２。 

A）他者から供給された熱を使用する場合には、購買量 

B）事業所内において施設又は設備によって集約した熱を使用する場合には、計量法に基づく検

定済み積算熱量計又は検定済み積算熱量計に準じた積算熱量計（検定済み積算熱量計を生産してい

るメーカーによる品質保証書が付いているもの等）を使用し、指示値を適切に読み取った値※３ 

C）一定の工夫をしたと認められる施設又は設備※４を使用して当該熱を使用する場合 

※１ ヒートポンプ等の施設又は設備によって使用した冷熱については、国内において適切な測

定方法が定まっていないため、報告可能とする対象からは除外することとします。 

※２ A 又は B 及び C に該当し、特定―第９表「３ 非化石エネルギーへの転換に関する事項」

欄に記載する場合であっても、当該熱が「非化石エネルギー」に該当するわけではありま

せん（非化石エネルギー比率の計算等において算入不可）。なお、海水熱等を使用してい

て A～C に該当しない場合であっても、特定―第９表「１ エネルギーの使用の合理化に

関する事項」欄には記載することができます。 

※３ どのような方法で測定したかについても報告してください。なお、ヒートポンプを使用す

る場合は、以下のいずれかの方法で熱量を測定することとします。 

   ア ヒートポンプ熱源の採熱量を測定する。 

   イ ヒートポンプによる供給熱量と機器稼働に要するエネルギー量（ヒートポンプ本体や

熱源からヒートポンプまでの熱媒体の搬送に用いるポンプ等の駆動に要する電気消

費量及び燃料消費量）を測定し、供給熱量から機器稼働に要するエネルギー量を控除

する。 
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   ウ ヒートポンプによる供給熱量または機器稼働に要するエネルギー量を測定し、期間エ

ネルギー消費効率から採熱量を推計する。 

      

採熱量＝機器稼働に要するエネルギー量×（期間エネルギー消費効率 – 1） 

     採熱量＝供給熱量×（1 - 1/期間エネルギー消費効率） 

    なお、ヒートポンプに附属する機能・サービスによって、機器稼働に要するエネルギー

量を把握できる場合はそれを使用することができます。また、期間エネルギー消費効率は、

年間供給熱量を機器稼働に要する年間エネルギー量で除した期間平均の成績係数とし、機

器のカタログ等から設定できます。これらについては、どのような方法で測定、設定した

かについて報告してください。 

※４ 「一定の工夫をしたと認められる施設又は設備」とは、例えば以下を指します。なお、熱

供給事業者から供給された熱のうち、海水熱等由来の熱であることが明確であって、当該

熱供給事業者が以下の条件に当てはまる場合にも、「一定の工夫をしたと認められる施設

又は設備」を使用したとみなすこととします。 

   ア 蓄熱槽又は貯湯槽を備えた施設又は設備等の場合。 

   イ 冷熱・温熱の両方の負荷がある一部の季節や時間帯においては、冷水と温水を同時に

製造できる施設又は設備等（熱回収運転モードを備えるヒートポンプ）の場合。 

 

 

２.２  太陽熱の測定方法等 

現行の測定方法では、計量法に基づく測定の他、ソーラーシステム振興協会の建築用太陽

熱給湯及び空調の簡易計算ツールが利用可能となっている。そのほかにも複数の測定方法

（簡易計測機による測定、モデルシミュレーションによる推計）が存在するが、計測コスト

がかからないことや入力データも簡易なことから、現行の簡易計算ツールは報告に利用しや

すいものとなっている。以下に主な測定方法を示す。 

 

図表 3 太陽熱の主な測定方法 

 

 

名称 提供機関 概要 備考

建築用簡易計算
ツール

ソーラーシ
ステム振興
協会

太陽熱給湯設備、太陽熱空調設備に関し、施設の熱負
荷及び想定した集熱面積等を入力して簡易的な計算で
太陽熱依存率、燃料削減量及び削減率等を推計するこ
とが可能。

• 空気式集熱器は未対応だが、現状は省エネ法対象事
業所での設置は想定されていない。

• 集熱器の構成や蓄熱槽の選択等の設計段階の詳細
検討までは対応していない（なお、熱の測定箇所に
よっては、これらの検討は不要）

太陽熱高度利用
フィールドテスト
事業でのシミュ
レーションツール

新エネル
ギー・産業
技術総合開
発機構

太陽熱給湯設備、太陽熱空調設備に関し、気象データ、
システム定義データ（構成機器仕様、性能）、熱負荷デー
タ（暖冷房負荷、給湯負荷）を入力データとし、集熱量や
太陽依存率（太陽熱で賄われた熱量の割合）を推計する
ことが可能。入力データの時間解像度により簡易計算と
詳細計算に分かれる。以前はMETIの「あったかエコ太

陽熱」ページでシミュレーションツールが公開されていた
が、現在は非公開。

• 集熱器の種類が選択不可。
• 蓄熱槽の選択も可能。
• 入力データの整備が複雑。
• 環境省が編纂している地方公共団体実行計画（事務
事業編）において、本ツールを用いた太陽熱利用によ
る削減ポテンシャルを紹介。

再生可能エネル
ギー熱利用計測
技術実証事業で
の簡易計測手法

新エネル
ギー・産業
技術総合開
発機構

太陽熱利用における、グリーン熱証書等の要求に見合う
熱量計則方法に係る実証事業調査で開発された簡易計
測手法。

• 太陽熱給湯設備、太陽熱空調設備、空気集熱式太陽
熱を対象に開発。

• 簡易計測手法は、簡易計測機による測定またはモデ
ルシミュレーションによる推計に大別。

建築物のエネル
ギー消費性能計
算プログラム（非
住宅版）

建築研究所 建物や設備機器について、条件を選択・入力することで、
非住宅のエネルギー消費性能や外皮性能を評価するこ
とが可能。

• 主に設計事業者が使用することを想定していることか
ら、入力データの整備が複雑。

• 太陽熱給湯設備のみ評価可能

• 算定は容易（評価に必要なパラメータは「有効集熱面
積」、「方位角」、「傾斜角」のみ）だが、精度が保証され
るかは不透明。
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２.３  雪氷熱の測定方法等 

現行の測定方法では、計量法に基づく測定のみ利用可能となっている。一方、雪氷グリー

ン熱証書制度では、熱量の計測や評価が容易、正確であり、計測機の設置コストが比較的安

価な積算熱量計による冷水循環システムでの計測のみが対象となっている。なお、雪氷グ

リーン熱証書制度委員会報告書によると、その他複数の測定方法（簡易計測機による測定）

が報告されていたが採用されていない。明確な理由は記述されていないが、測定手法によっ

ては複雑な冷熱損失の推計が必要であること、推計誤差が大きいことなどが要因として考え

られる。また、新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）もグリーン熱証書等の要求

に見合う熱量計則方法を開発するため、冷風循環式（アイスシェルター）を対象とした実証

実験を行ったが、こちらも採用は至っていない。以下に主な測定方法を示す。 

 

図表 4 雪氷熱の主な測定方法 

 

 

II. 再エネ熱利用量の把握に向けた検討 

１．再エネ熱に関する統計情報 

再エネ熱に関し、官公庁および業界団体の統計によって、どのような情報が得られるか整

理を行った。以下に、再エネ熱種ごとの主な統計情報を示す。なお、統計情報が整備されて

いた再エネ熱種（太陽熱、空気熱、地中熱、雪氷熱、河川水熱、海水熱、下水熱）について

は、さらに詳細な整理を実施した。 

 

測定方法 概要
冷風
循環

冷水
循環

自然
対流 備考

直接計測 貯蔵施設等に実際に供給された空気、又
は水の冷熱量を測定して活用熱量とする。
最も理想的な測定手法。

×
コスト

〇
×
計測
困難

• 冷風循環システムでは、計測機器の設置に多額のコス
トが発生。

• 一方、冷水循環システムでは、計測機器の設置は比較
的安価。

間接計測（雪
塊）

冷熱を供給した前後の貯雪庫内の雪氷
の量を測量・計測し、雪氷の減少量から
活用熱量を算出する。

△
誤差

- 〇
• 方眼測量の場合、大きな誤差が発生する可能性。
• 冷熱損失として侵入熱、給気・還気ファン等の動力熱を
計上する必要性。

間接計測（融
解水）

貯雪施設内で発生した雪氷の融解水量を
測定し、融解により発生した冷熱量を活
用熱量とする。

〇 〇 〇
• 冷熱損失として侵入熱、給気・還気ファン等の動力熱を
計上する必要性。

間接計測（エ
ンタルピー差
法）

温度・湿度・風量からエンタルピー差によ
り冷熱量を算出する。

〇 - -

• NEDOが冷風循環式（アイスシェルター）を対象に実証
事業「再生可能エネルギー熱利用計測技術実証事業
（平成23～25年度）」を行っており、計測誤差は概ね
10%以下と高い精度が得られている。

• 低コストで計測可能。
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図表 5 再エネ熱に関する主な統計 

 

 

ソーラーシステム・太陽熱温水器地域別設

置実績（暦年・累積）

ソーラーシステム

太陽熱温水器
設置件数

都道府県（戸建住宅・

業務用等）
1975-2022

1975-1978は合計値として計上

太陽熱温水器の調査は1982年以降

都道府県別ソーラーシステム設置実績 ソーラーシステム 設置件数
都道府県（一戸建・集

合住宅・業務用等）
2004-2021 暦年値、年度値が存在

自主統計太陽熱温水器出荷実績表 太陽熱温水器 出荷台数 都道府県別 2004-2021 暦年値、年度値が存在

太陽熱集熱器出荷実績 太陽熱集熱器 出荷面積
都道府県／用途別／タ

イプ別
2015-2021 暦年値、年度値が存在

太陽熱温水器
生産量／受入／出荷（販

売・その他）／在庫
- 国内全事業所 1987-2021

オンライン上で確認できるもっとも古い

データが1987年

太陽熱集熱器
生産量／受入／出荷（販

売・その他）／在庫
- 国内全事業所 1987-1999

オンライン上で確認できるもっとも古い

データが1987年

2000年度以降は項目が存在しない

熱供給事業便覧
日本熱供給事業

協会
- 設置件数／販売熱量 市区町村別 協会加盟企業 2016-2021 資源エネルギー庁監修

総合エネルギー統計
資源エネルギー

庁

ソーラーシステム

太陽熱温水器

太陽熱発電

一次エネルギー供給／最

終エネルギー消費（業務

その他・家庭）

- 不明 1990-2021

全量を把握できていない

設備容量に対し暦時間稼働率12%で発生

したエネルギー量を推計

太陽熱利用給湯機 使用割合（家庭）
10地域別（戸建・集合

／都市規模 等）

太陽熱利用暖房シ

ステム
使用割合（家庭）

10地域別（戸建・集合

／都市規模 等）

全国家計構造調査

（旧全国消費実態調査）
総務省 太陽熱温水器

所有数量（家庭）

普及率（家庭）

都道府県別／世帯属性

（年間収入階級別、世

帯主年齢階級別 等）

約90,000世帯 1959-2019

5年毎に実施される

2019年全国家計構造調査で、該当項目の

調査は廃止された

Energy Balance IEA 太陽熱

一次エネルギー供給／最

終エネルギー消費（業務

その他・家庭）

- 不明 1990-2021 総合エネルギー統計の報告値と一致

雪氷熱 豪雪地帯基礎調査 国土交通省 - 設置件数
農産物、加工品等の貯

蔵／建物冷房／その他

豪雪地帯63市町

村、特別豪雪地

帯48市町村

1988-2020
資料にグラフが掲載されているが、細か

い値は不明

地熱 まとまった統計は存在せず - - - - - - -

温泉熱 まとまった統計は存在せず - - - - - - -

海水熱 熱供給事業便覧
日本熱供給事業

協会
- 設置件数／販売熱量 市区町村別 2016-2021 資源エネルギー庁監修

河川水熱 熱供給事業便覧
日本熱供給事業

協会
- 設置件数／販売熱量 市区町村別 2016-2021 資源エネルギー庁監修

下水熱利用実施箇所一覧 国土交通省 - 供給事業主体、熱利用先 - 全国 1990-2021 国土交通省

熱供給事業便覧
日本熱供給事業

協会
- 設置件数／販売熱量 市区町村別 協会加盟企業 2016-2021 資源エネルギー庁監修

地下水熱 地中熱利用状況調査 環境省

地中熱利用ヒート

ポンプ、水循環、

空気循環、ヒート

パイプ、熱伝導

設置件数、設備容量 -

全国

※協会加盟企業

以外においても

アンケート等で

調査

1981-2021
地下水熱はオープンループとして整理さ

れている

工場排水熱 まとまった統計は存在せず - - - - - - -

地中熱 地中熱利用状況調査 環境省

地中熱利用ヒート

ポンプ、水循環、

空気循環、ヒート

パイプ、熱伝導

設置件数、設備容量 -

全国

※協会加盟企業

以外においても

アンケート等で

調査

1981-2021
調査報告書にグラフが掲載されている

が、細かい値は不明

自主統計 国内出荷実績
日本冷凍空調工

業会

家庭用エアコン、

業務用エアコン、

家庭用HP給湯機、

業務用HP給湯機、

ターボ冷凍機、吸

収式冷凍機、チリ

ングユニット

出荷台数／出荷金額 - 協会加盟企業 1971-2023

家庭用HP給湯機は2001年度から整備され

ている（生産動態統計は2005年度以降か

ら項目独立）

生産動態統計 経済産業省

エアコンディショ

ナ、冷凍機、自然

冷媒ヒートポンプ

式給湯機

生産量／受入／出荷（販

売・その他）／在庫
- 国内全事業所 1987-1999

オンライン上で確認できるもっとも古い

データが1987年

自然冷媒ヒートポンプ式給湯機は2005年

度以降、項目が独立

家庭部門のCO2排出実態統計調査 環境省

電気ヒートポンプ

式給湯機（エコ

キュート、ネオ

キュート）

保有割合 -

店舗併用住宅等

を除く世帯

13,000

2017-2021

地球温暖化対策計画
地球温暖化対策

推進本部

産業HP、家庭用

HP給湯機

累積導入容量・台数／省

エネ量／削減量
- 全国 2013-2021

産業HPと家庭用HP給湯機に関する施策

から

下水熱

家庭部門のCO2排出実態統計調査 環境省

店舗併用住宅等

を除く世帯

13,000

2017-2021

協会加盟企業

大気熱

統計・文献名分類 対象機器

経済産業省生産動態統計

太陽熱

備考調査対象 調査期間

ソーラーシステ

ム振興協会

細分化の項目把握されている項目

協会加盟企業

実施主体
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２.２  雪氷熱 

雪氷熱に関する統計データは豪雪地帯基礎調査のみであった。本報告書には農産物・加工

品等の貯蔵、建物冷房、その他に関し、年間設置件数、累計設置件数に関するグラフが示さ

れているものの、用途別の内訳は掲載されていない。 

 

図表 9 雪氷熱エネルギー利用施設の整備数の累計（推移） 

 

（出所）豪雪地帯基礎調査（国土交通省） 

 

２.３  海水熱、河川水熱、下水熱 

海水熱、河川水熱、下水熱に係る統計データは「熱供給事業便覧」のみである。本項目の

集計は 2016 年度より実施されており、各巻では直近 4 か年のデータが掲載されている。な

お、熱供給事業便覧の対象は熱供給事業法に基づく熱供給事業者で、日本熱供給事業協会に

加盟している企業のみを対象としており、大型の施設を中心に捕捉されているものと思われ

る。そのため、特に小規模設備が主流の下水熱に関しては、実態から大きく乖離している可

能性が高い。 
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図表 11 地中熱利用設備設置数の推移 

 

（出所）地中熱利用状況調査結果（環境省） 

 

２.５  大気熱 

大気熱は再エネ熱の中でも統計が整備されているエネルギー種である。具体的には、生産

台数、設置件数／出荷台数の他、家庭における保有台数等が取得可能である。以下では、国

内販売量、家庭保有状況、エネルギー量に関して整理を行っている。 

国内販売量に関しては、生産動態統計および日冷工独自統計にて整備されている。集計対

象を一致させることが困難なことから一概に比較できないが、特にヒートポンプ給湯器につ

いては日冷工独自統計の捕捉率が非常に高い。 
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III. 欧州における計測・報告方法に関する調査 

１．欧州における再エネ熱の取り扱い 

まず、欧州における再エネ熱に関する計測・報告方法の背景の概要に触れる。欧州連合（EU）

の「改正再生可能エネルギー指令（2018/2001）（以下、「REDⅡ」という。）」は、EU 全体の

2030 年における「総最終エネルギー消費量に占める再エネ割合」として、少なくとも 32%

と規定していた2。この目標値は、加盟国政府に対する法的拘束力を有する。また、EU 加盟

国は、算定ツール「SHARES（SHort Assessment of Renewable Energy Sources）」を用いて進捗

を報告している。 

再エネ熱に関して REDⅡは、EU 加盟国が 2021 年~2025 年及び 2026 年~2030 年の各期間

における熱部門の再エネ割合を年平均 1.3%ポイント以上増加させるよう努めなければなら

ないと規定している3。 

熱部門における再エネには、地域熱供給、産業用、業務用 、家庭用に供するためのエネル

ギーのうち再生可能由来の熱消費量が含まれ、ヒートポンプで得られる周辺環境熱、地中熱、

河川水熱も含まれる。REDⅡにおけるヒートポンプの取り扱いは、温熱、冷熱によって異なっ

ている。次項以降では、温熱と冷熱のそれぞれの取り扱いについて示す。 

 

２．REDⅡにおけるヒートポンプ（温熱）の取り扱い 

２.１  再エネ熱量の計算方法 

REDⅡにおけるヒートポンプ（温熱）の取り扱いについては、REDⅡ「Annex VII ヒート

ポンプからの再生可能エネルギーの計算に関する加盟国のガイドライン(2013/114)」におい

て定められている。 

REDⅡにおいて再生可能エネルギーとして認められる量（ERES）は、以下の式で計算され

る。 

𝐸𝑅𝐸𝑆 = 𝑄𝑢𝑠𝑎𝑏𝑙𝑒 ∗ (1 − 1/𝑆𝑃𝐹) 

 

𝑄𝑢𝑠𝑎𝑏𝑙𝑒：REDⅡ第 7 条第 4 項の基準を満たすヒートポンプにより供給される使用可能な推

定総熱量。後述の効率基準を満たすヒートポンプのみが対象。全負荷相当運転時間（HHP, デ

フォルト値）に暖房定格能力（統計値）を乗じて算出できる 

𝑆𝑃𝐹(𝑠𝑒𝑎𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟)：ヒートポンプの推定平均季節生成係数（成績係数

COP の季節平均） 

 

 
2 REDⅡの改定として、REDⅢが、2023 年 11 月に発効している。REDⅢでは、2030 年における再エネ割合目標

を REDⅡの 32%から 42.5%に引き上げることとしている。（RED に関しては、第 4 章において後述） 

3 廃熱が利用されない EU 加盟国は、同 1.1%ポイント以上増加させるよう努めなければならない。 
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図表 17 成績係数 COP の算出イメージ 

 

（出所）FUTAEDA 株式会社ウェブサイト「輻射式冷暖房のヒートポンプ室外機の種類と仕組み」<https://lab.a-

hikari.com/radiant-heatpump/>（2024 年 2 月アクセス） 

 

２.２  最低効率基準 

再生可能エネルギーとして認められるのは、以下の効率基準を満たすヒートポンプのみ、

つまり消費電力量の 1 次エネルギー換算値の 1.15 倍以上の熱供給が行われるヒートポンプ

のみとなっている。 

 

𝑆𝑃𝐹 > 1.15 ∗ 1/𝜂 

 

𝜂：総発電量と発電の一次エネルギー消費量との比率。EU における統計を管轄する Eurostat

のデータに基づき、EU 平均として計算される 

 

２.３  システムバウンダリ 

測定のためのシステムバウンダリは、図表 18 の赤線で囲まれる SPFH2 とされており、

ヒートポンプおよび熱源側のファン・ポンプが含まれる。一方、補助ヒーターと建物側のファ

ン・ポンプは含まれない。 

SPF の決定は、欧州規格「EN 14825:2012」に基づく季節性能係数（SCOPnet）、または「EN 

12309」に基づく季節一次エネルギー比（SPERnet）に従う。ヒートポンプの運転や、冷媒の

循環のための電力や燃料の消費を考慮する必要がある。 
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図表 18  SPF および Qusableの測定にかかるシステムバウンダリ 

 

（出所）EC「ヒートポンプからの再生可能エネルギーの計算に関する加盟国のガイドライン(2013/114/EU)」

（2013 年 3 月） 

 

２.４  気候条件別デフォルト値 

ヒートポンプの熱源、媒体別に、以下の 3 つの気候条件に応じた全負荷相当運転時間（HHP）

と SPF のデフォルト値が設定されている。電気ヒートポンプ及び熱駆動ヒートポンプのデ

フォルト値を図表 19 と図表 20 に示す。 

⚫ Average climate：平均気候条件 （ストラスブールの温度条件） 

⚫ Colder climate：寒冷な気候条件 （同ヘルシンキ） 

⚫ Warmer climate：温暖な気候条件 （同アテネ） 

なお、複数種類の気候条件の地域が、ひとつの EU 加盟国内に存在する場合には、各地域

のヒートポンプ設置容量を推計しなければならない。 
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図表 19 電気ヒートポンプのデフォルト値 HHP・SPF 

 

（出所）EC「ヒートポンプからの再生可能エネルギーの計算に関する加盟国のガイドライン(2013/114)」（2013

年 3 月） 

 

図表 20 熱駆動ヒートポンプのデフォルト値 HHP・SPF 

 

（出所）EC「ヒートポンプからの再生可能エネルギーの計算に関する加盟国のガイドライン(2013/114)」（2013 年

3 月） 
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３．REDⅡにおけるヒートポンプ（冷熱）の取り扱い 

３.１  再エネ熱量の計算方法 

REDⅡにおけるヒートポンプ（冷熱）の取り扱いについては、「冷房および地域冷房に使

用される再生可能エネルギー量の計算方法に関する欧州議会および理事会指令(2018/2001) 

Annex VII の改正（欧州委員会委任規則(2022/759)）」において定められている。 

REDⅡにおいて再生可能エネルギーとして認められる量（ERES–C）は、以下の式で計算さ

れる。 

𝐸𝑅𝐸𝑆−𝐶 = (𝑄𝐶𝑠𝑜𝑢𝑟𝑐𝑒 − 𝐸𝑖𝑛𝑝𝑢𝑡) × 𝑆𝑆𝑃𝐹𝑃
= 𝑄𝐶𝑠𝑢𝑝𝑝𝑙𝑦

× 𝑆𝑆𝑃𝐹𝑝
 

 

𝑄𝐶𝑠𝑜𝑢𝑟𝑐𝑒：冷熱システム（cooling system）によって大気、周囲水、または地中に放出され

る熱量 

𝐸𝑖𝑛𝑝𝑢𝑡：冷熱システムのエネルギー消費（地域冷房における測定システム用の補助システ

ムのエネルギー消費を含む） 

𝑆𝑆𝑃𝐹𝑃
 ：再生可能とみなすことのできる冷熱供給の割合。％で表される。配給ロスは計上さ

れない。（地域冷房の場合は、冷熱発生器ごと、またはフリークーリングシステムレベルで

算出される） 

𝑄𝐶𝑠𝑢𝑝𝑝𝑙𝑦
：冷熱システムにより供給される冷却エネルギー 

𝑆𝑃𝐹𝑝：冷房期間中の冷房システムの一次エネルギー効率を表す比率。冷熱の発生量をエネ

ルギー投入量で除して算出され、値が高い方が優れている 

 

ここで、𝑆𝑆𝑃𝐹𝑃
の算出方法について整理する。図表 21 で示すように SPF の最低要件は 1.4

（SPFP_LOW）である。 SPF が 6 以上（SPFP_HIGH）の場合、 𝑆𝑆𝑃𝐹𝑃
は 100%となる。一方、6 を

下回る場合は、以下の算定式が適用される。 

 

 

 

𝑆𝑃𝐹𝑃_𝐿𝑂𝑊：一次エネルギーで表され、標準的な冷熱システムの効率に基づいた、最低の季

節性能係数（EU エコデザイン指令の最低要件） 

𝑆𝑃𝐹𝑝_𝐻𝐼𝐺𝐻：一次エネルギーで表される季節性能係数の上限閾値であり、地域冷房で使用さ

れるフリークーリングのベストプラクティスに基づく 

 

𝑆𝑆𝑃𝐹𝑃
=

𝑆𝑃𝐹𝑃−𝑆𝑃𝐹𝑃_𝐿𝑂𝑊

𝑆𝑃𝐹𝑝_𝐻𝐼𝐺𝐻－𝑆𝑃𝐹𝑃_𝐿𝑂𝑊
 % 
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図表 21 SSPFp の算出イメージ 

 

（出所）EC「欧州委員会委任規則(2022/759)」（2022 年 5 月）をもとに三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング作

成 

 

３.２  基準値と測定値による再エネ熱量の算出 

再エネ熱量は、基準 SPF 値、または測定 SPF 値により算出する。電気蒸気圧縮冷却発電

機および燃焼エンジン蒸気圧縮冷却発電機は、公称容量 2MW までの空調用、公称容量

1.5MW までのプロセス用において、基準 SPF 値を利用可能である。また、地域冷房は、基

準 SPF 値はなく、測定 SPF 値を利用する。 

 

３.３  SPFバウンダリ 

冷熱発生器の SPF の定義のためには、EU 規則（2281/2016，206/2012）に基づく SPF バウ

ンダリ条件を使用しなければならない。SPF バウンダリイメージを、図表 22 に示す。 

温熱と異なり、冷熱では補助電力消費量（サーモスタットオフモード、待機モード、オフ

モード、クランクケースヒーター）は、SPF 評価では考慮しない。ただし、標準 SPF 値と測

定 SPF 値の両方が使用される場合は、測定 SPF 値の補助消費量を考慮するため、補助消費

電力量を含める。 

地域冷房では、プラントと需要家側サブステーションの間の配給ロスと電力消費量は、SPF

値に含まない。 

内部冷熱回収を備えた空気（Air）ベースの冷却システムの場合、冷熱回収による冷熱供給

は考慮しない。また、熱交換器での冷熱回収に必要なファン動力は、総圧力損失に対する比

率に比例して、割り引かなければならない。 
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図表 22 SPF バウンダリイメージ 

（EINPUT_AUX:ファン／ポンプへの投入エネルギー，EINPUT_CG :冷熱発生器への投入エネルギー） 

 

（出所）EC「欧州委員会委任規則(2022/759)」（2022 年 5 月） 

 

３.４  標準 SPF値／測定 SPF値による算出 

標準 SPF 値が利用可能な 1.5MW 未満の個別の冷却システムは、単純化された方法を用い

て、供給される全冷却エネルギーを推定することができる。単純化された方法においては、

冷熱システムにより供給される冷却エネルギー（Qcsupply）は、公称冷却容量（Pc）に全負荷相

当運転時間を乗じる。なお、全負荷相当運転時間の算出式は冷房用途により異なる。 

「標準 SPF 値が存在しない」、「1.5MW 以上の冷却システム」、「地域冷房」の場合は、投

入エネルギー量と冷熱供給量の測定に基づき再エネ熱量を算出する。 

なお、EU 加盟国は、規定された方法論で実現可能な範囲を超えて、国の統計の正確性を

向上させるために、独自の計算と調査を行うことが許容されている。 
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第３章 再エネ熱利用システムの類型に関する調査 

I. 再エネ熱利用システムの概要と類型 

１．太陽熱 

太陽熱利用システムは、大きく空気集熱式（空気式ソーラーシステム）と水集熱式（液体

式ソーラーシステム）に大別される。空気集熱式については外気の取り入れによる自然循環

方式が主であり、水集熱式については自然循環式と強制循環式の 2 種のシステムに分類され

る。自然循環式とは、集熱器や建築上の工夫によって太陽熱を受動的に活用するシステムを

指し、集熱器と蓄熱槽が一体となっている場合が多い。強制循環式とは、ポンプといった機

械的な装置を利用し、太陽熱を積極的に活用するシステムを指す。 

水集熱式で用いられる集熱器としては主に 3 種類存在し、平板型では 40～70℃程度、真空

ガラス管型では 70～90℃程度、集光型では 200℃程度の集熱を行う際に利用される。 

図表 23 主な太陽熱利用システムの分類 

 

（出所）資源エネルギー庁「平成２９年度新エネルギー等の導入促進のための基礎調査」（2018 年 3 月）をもと

に三菱 UFJ リサーチ&コンサルティング作成 

 

空気集熱式では、屋根に設置したガラス付き集熱面などにより高温に達した空気を、小屋

根裏部に設置した送風機ユニットで床下に送り、床下の蓄熱材（コンクリート）に蓄熱させ

て、室内に回して直接暖房する。集熱器に熱媒を通すパイプは無く、1 枚の集熱板の下や上

下を空気が流れて集熱する仕組みとなっている。 

集熱熱媒 集熱方式 主な集熱器 主な用途

空気集熱式
（空気式ソーラーシステム）

水集熱式
（液体式ソーラーシステム）

自然循環式

自然循環式

集熱面＋通気ダクト

平板型集熱器

真空ガラス管型集熱器

集光型集熱器

平板型集熱器

真空ガラス管型集熱器

集光型集熱器

強制循環式

家庭用空調、業務用空調

家庭用給湯（40～70℃）

業務用給湯・空調、産業用（200℃）

家庭用給湯・空調、業務用給湯（40～70℃）

家庭用給湯・空調、業務用給湯・空調（70～90℃）

業務用給湯・空調、産業用（200℃）

家庭用給湯・空調、業務用給湯・空調（70～90℃）



-  23 -  

図表 24 空気集熱式システム（左）と屋根部分の集熱面（右） 

 

（出所）一般社団法人ソーラーシステム振興協会ウェブサイト「ソーラーシステムの種類としくみ」

<https://www.ssda.or.jp/energy/kind/>（2024 年 1 月アクセス） 

 

水集熱式では、集熱器で集めた太陽熱で、直接的に給水を加温するか、不凍液などの熱媒

を循環ポンプで循環させ、蓄熱槽の中に蓄えた水を熱交換器により間接的に加温する。以下

に示すシステムの例は強制循環式の図であり、集熱ポンプを使用しない場合は自然循環式と

なる。 

図表 25 水集熱式システム（左）と集熱器の例（平板型集熱器（中）と真空ガラス管型集熱器

（右）） 

 

（出所）一般社団法人ソーラーシステム振興協会ウェブサイト「ソーラーシステムの種類としくみ」

<https://www.ssda.or.jp/energy/kind/>（2024 年 1 月アクセス） 

 

２．雪氷熱 

雪氷熱利用システムは、冬季の積雪や、冷たい外気を用いて凍らせた氷を保管し、冷熱が

必要となる夏季まで保存しておき、利用するものである。その性質上、寒冷地のみで利用可
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図表 29 冷風循環方式のイメージ 

 

（出所）北海道経済産業局「COOL ENERGY 5（雪氷熱エネルギー活用事例集 5）」（2012 年 4 月） 

 

冷水循環方式では、熱交換器の一次側で冷却された不凍液をポンプで循環し、二次側で循

環する不凍液を冷却する。一次側については融解水から熱交換する場合が一般的であるが、

雪から熱交換を直接行うことも可能である。融解水を利用する場合、熱交換器から戻ってき

た水を、雪氷を融解するために散水する場合が多い。 

図表 30 冷水循環方式のイメージ 

 

（出所）北海道経済産業局「COOL ENERGY 5（雪氷熱エネルギー活用事例集 5）」（2012 年 4 月） 

 

３．地熱・温泉熱 

地熱・温泉熱利用システムでは、蒸気や熱水（温泉）を熱源として利用する。日本の温泉

は 50～100℃帯のものが多く、入浴に適した温度に下げる必要がある。そういった熱を空調

や給湯といった用途として活用する。蒸気・熱水をそのまま熱交換して利用する直接利用方

式と、温度の低い熱水や排湯をヒートポンプの熱源として利用する間接利用方式（ヒートポ

ンプ方式）が存在する。 
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データセンターの冷却等を目的として、河川水や井戸水を使用し（チラーを使用せず）、

フリークーリングを行う例も存在している。 

図表 33 河川水を使用したフリークーリングのモデル 

 

（出所）アルファ・ラバル株式会社ウェブサイト「水を使ったフリークーリング (Free Cooling) 」

<https://www.alfalaval.jp/industries/hvac/data-center-cooling/free-cooling-water/>（2024 年 1 月アクセス） 

５．下水熱 

下水についても、海水や河川水と同様に夏は大気よりも温度が低く、冬は高い。この温度

差を、ヒートポンプや熱交換器を用いて、給湯・空調のエネルギー源として利用することが

できる。下水は都市部にも存在するため、都市内で高効率のエネルギーシステムが構築でき、

一次エネルギーの消費量や CO2 排出量の削減に貢献できる。 

下水熱の利用形態は、下水熱取得施設（下水処理場、下水ポンプ場、下水管渠）及び熱交

換器の設置有無によって分類することができる。なお、下水管渠から取得する場合は、熱交

換器を管渠内に設置する場合もある。 
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図表 34 下水熱利用の主なシステム 

 

（出所）国土交通省「下水熱利用マニュアル（案）」（2021 年 4 月） 

 

６．地中熱・地下水熱 

地中熱利用システムは、地下に存在する地中熱を熱源として利用する方法である。地下

10m よりも深い領域の地中温度は年間を通してほぼ一定であり、夏季や冬季にはヒートポン

プを利用することで効率的に熱を利用することができる。地中熱は、天候に関わらずあらゆ

る地域で利用できるといった特徴を持つ。 

地中熱利用システムには、地中から回収した熱を、ヒートポンプを通して利用するヒート

ポンプシステム（間接利用）や、直接熱を利用する空気循環、熱伝導、水循環、ヒートパイ

プといった方式がある。また、ヒートポンプシステム及び水循環の場合、クローズドループ

方式とオープンループ方式の２種類の方式に分けられる。 
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ヒートポンプ（GHP）や、熱（燃料による加熱を含む）によりヒートポンプサイクルを駆動

させる吸収式ヒートポンプ（吸収式冷凍機）、吸着式ヒートポンプ（吸着式冷凍機）などの種

類がある。 

図表 37 EHP と GHP のシステム 

 

（ 出 所 ）ヤ ン マー ホ ール デ ィ ング ス 株式 会 社 ウェ ブ サ イト 「 GHP と EHP の 違い と は ？」

<https://www.yanmar.com/jp/energy/knowledge/energy_issues/case_21.html>（2024 年 1 月アクセス） 

 

図表 38 熱駆動ヒートポンプのシステム例（吸収式冷凍機） 

 

（出所）北海道ガスウェブサイト「ガス吸収冷温水機」 

<https://www.hokkaido-gas.co.jp/business/gas_kiki/systemlineup/kyusyusiki.html>（2024 年 1 月アクセス） 

 

８．各再エネ熱の用途 

これまでに整理した再エネ熱の用途としては、全般的に業務部門での利用が多くなってい

る。海水熱や河川水熱については、取水するための工事費用が大きいことから、地域熱供給
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２．調査結果 

２.１  太陽熱 

２.１.１  太陽熱を含めた面的利用と高度需給管理（東京都田町駅東口北地区） 

東京都田町駅東口北地区では、港区と愛育病院、東京ガスなどの官民が連携し、太陽光

発電や太陽熱などの再生可能エネルギーを活用したスマートエネルギーネットワークを

構築してエネルギーの面的利用と省エネルギーを実現している。エネルギーマネジメント

システムを活用し、リアルタイムに建物側空調機の設定温度等の需給の最適制御を行うこ

とで低炭素化を実現している。 

本事例における工夫点は大きく 2 点ある。1 点目として、ガスコージェネレーションシ

ステム（以下、「CGS」という。）と太陽光・太陽熱を組み合わせたスマートエネルギーシ

ステムを構築している点である。地域熱供給で初めて大規模に太陽熱集熱器を設置し、太

陽熱から作った高温水を CGS 廃熱とあわせ、冷暖房・給湯のエネルギー源として活用し、

CGS を核としながら多種の熱源機を設置し 6 管方式（冷水、暖房用温水、給湯・加湿用蒸

気の往復分）にて熱を供給、ベストミックス高効率エネルギーシステムによる熱と電気の

ネットワークを形成しているほか、 太陽熱や地下トンネル水の最大活用により脱炭素化

を実現している（街区全体で 1990 年比 45％の CO2 削減）。加えて、太陽光、太陽熱など

の再生可能エネルギーとCGSを組み合わせることで、出力が不安定な再生可能エネルギー

を安定利用でき、災害発生時（停電、断水など）にも安定した熱・電気の供給を可能にし

ている。さらに、2 つの街区（I 街区、II 街区）ともに、歩行者デッキ上部に高温（90℃）

取り出し可能な真空管式太陽熱パネルを設置している。 

2 点目として、ICT を活用した需給調整が挙げられる。SENEMS（スマートエネルギー

ネットワーク・エネルギーマネジメントシステム）というエネルギーマネジメントシステ

ムを活用し、外気状況・空調機等建物のエネルギー利用状況・熱源機の運転状況等のエネ

ルギー需給を一括管理・把握した上で、スマートエネルギーセンターからリアルタイムで

建物側空調機の設定温度等需給の最適制御を行い、エリア全体の低炭素化を図っている。 

図表 40 スマートエネルギーシステム図（左）と街区内のエネルギセンターの位置（右） 

 

（出所）（左）武田晃成「田町駅東口北地区におけるスマートエネルギーネットワークによる省エネまちづくり」

（2018 年 3 月）、（右）東京ガスエンジニアリングソリューションズ株式会社ウェブサイト「田町駅東口

北地区」<https://www.tokyogas-es.co.jp/case/redevelopment/area_tamachi.html>（2024 年 1 月アクセス） 
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図表 41 歩行者デッキ上部に設置された太陽熱パネル（設置面積：288 ㎡） 

 

（出所）武田晃成「田町駅東口北地区におけるスマートエネルギーネットワークによる省エネまちづくり」（2018

年 3 月） 
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地区」＜https://www.tokyogas-es.co.jp/case/redevelopment/area_tamachi.html＞（2023 年

10 月アクセス） 

⚫ ガスエネルギー新聞「田町駅東口北地区スマートエネルギーネットワーク竣工」

（2014 年 11 月） 

⚫ 東京ガス株式会社「田町駅東口北地区省 CO2 まちづくり」（2016 年 2 月） 

⚫ 武田晃成「田町駅東口北地区におけるスマートエネルギーネットワークによる省エ

ネまちづくり」（2018 年 3 月） 

２.１.２  太陽熱の産業分野での利用（フタバ食品株式会社） 

フタバ食品株式会社では、アイス菓子の糖原料を加温するための熱源として、3 つの熱

源（太陽熱温水、CGS 廃温水、ボイラ蒸気）を用いている。太陽熱を他の熱源と組み合わ

せ、 EMS で CGS の稼働を最適制御することで、太陽熱の集熱量の変動や温度のバラつき

を調整し、製品の品質向上及び歩留の改善を図っている。これらにより、 従前のシステム

から 23%の省エネを実現するとともに、CO2 の排出量も 11%削減することに成功してい

る。 

本事例における工夫点は主に 3 点ある。1 点目は、太陽熱 CGS を組み合わせた EMS に

よる生産プロセスの最適化を行っている点である。太陽熱温水をベース熱源、CGS 廃温水

をミドル熱源、ボイラ蒸気を蒸気需要がピークの場合のみ用いて「液糖」、「水あめ」を加

熱し、生産工程状況及び太陽熱の集熱量の変動に応じて EMS で CGS 廃温水とボイラ蒸気

の温度を制御することで温水温度の最適化を図っている（温度のバラつきは±3℃）。糖原
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図表 43 太陽熱の産業用利用ソリューション開発（左：Horizon2020 2016～2017 年公

募、右：Horizon2020 2018～2020 年公募） 

 
 

 

 

２.２  雪氷熱 

２.２.１  雪氷熱の大規模利用（新千歳空港） 

新千歳空港では、約 74,400 トンの雪山を造成し、溶融した冷水をターミナルビルへ供給

し冷房熱源としている。大規模に貯雪することによって、冷熱利用できるだけでなく、融

雪剤による水汚染の低減を可能にしている。 

本事例の工夫点は 2 点挙げられる。1 点目は、巨大貯雪ピットを用いた雪山方式冷熱供

給システムである。空港の広大な敷地を利用して巨大貯雪ピット（貯雪量：120,000～

240,000 ㎥）を建設し、5 月～9 月の期間において段階的に融解処理し、ターミナルの冷房

に活用する。冷熱は、集水ピットに貯められた融雪水からポンプアップされて熱交換機を

介して取り出され、空港ターミナルビルの冷房システムに送られる。熱交換で加熱された

融雪水は貯雪ピットに戻され、再び冷やされた冷水はろ過ゾーンで自動的に清浄化される。

貯雪ピットでは、高反射率の被覆材を使った高性能遮断シートを用い、上覆体と下覆体の

間に断熱材を挟むことにより、自然融解を遅らせ雪山を長期間保存できる。 

2 点目として、融雪剤による水汚染の低減と二酸化炭素排出量の抑制の同時達成が挙げ

られる。航空機への除雪・除氷・防氷作業に使用する融雪剤は周辺河川へ汚染を引き起こ

すことから、雪山造成することによって調整池へ流れる水の量を減らし、微生物による有

機物分解に係る時間を確保することで BOD（生物化学的酸素要求量 ※有機物による水

の汚れを示す指標）を低減させている。新千歳空港で使用する冷房用エネルギーを年間

35,800GJ/年削減できることにより、二酸化炭素排出量を 2,100t-CO2/年削減できる。 

 

図表 44 （左）熱交換水循環方式のシステム図と（右）雪山の写真 

 

Solar Heat for Industrial Process 

towards Food and Agro Industries 

Commitment in Renewables

Industrial Cooling through Hybrid system 

based on Solar Heat

Application of Solar Thermal Energy to 

Processes

Forthcoming Research and Industry for 

European and National Development of 

SHIP
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（出所）新千歳空港ターミナルビル「新千歳空港における環境への取り組み」＜ https://www.new-chitose-

airport.jp/ja/eco/＞（2023 年 10 月アクセス） 

 

【参考文献】 

⚫ セントラルリーシングシステム株式会社「新千歳空港雪氷熱供給システム」 

⚫ 国土交通省北海道開発局「新エネルギー・省エネルギーの推進」 

⚫ 自治体問題研究所ウェブサイト「【論文】北海道における雪氷冷熱利用の可能性」＜

https://www.jichiken.jp/article/0243/＞（2023 年 10 月アクセス） 

⚫ 新千歳空港ターミナルビル「新千歳空港における環境への取り組み」＜

https://www.new-chitose-airport.jp/ja/eco/＞（2023 年 10 月アクセス） 

 

２.２.２  雪氷熱の大規模利用（データセンター） 

北海道美唄市にあるホワイトデータセンターでは、都市除排雪の冷熱を、データセン

ター全体を動かすための電力の約半分を占めるサーバー冷却に使用している。残りの電力

には、再生可能エネルギーを使用して、二酸化炭素排出量ゼロを実現している。冬季には、

サーバーの廃熱を隣接する食料生産棟に供給することで、野菜の栽培や魚介類の養殖を

行っている。 

本事例の工夫点は 3 点ある。1 点目は、都市除排雪を利用した雪山貯蔵による高効率熱

供給システムを構築した点である。美唄市の都市除排雪を活用して雪山を作成しているが、

雪山の下には、ホタテの貝殻に再生した水を浸透させるパネルが敷かれ、下にあるパイプ

に流れる不凍液がデータセンターを循環することで冷却を行う仕組みである。また、樹脂

パイプを敷き詰められた二重床とすることで、冷熱エネルギーのみを別の媒体で回収し、

排雪に混じったごみなどの排除を可能にしたほか、表面をウッドチップで覆うことで次の

冬まで雪が残るように工夫している。本取組は NEDO 実証事業によって実施しており、実

証の結果、都市除排雪利用型システムの総コストは従来の雪山雪冷房システムと比較し

80.5％であった。安定した冷熱出力を実現したことで冷凍機との併用も不要となり、イニ

シャルコストの削減も可能となった。 

2 点目は電力使用量の削減による CO2 排出量ゼロとコストパフォーマンスの両立の実

現した点である。PUE 値（データセンター全体の電力使用量/サーバー機器の電力使用量）

は夏期でも 1.04（一般的なデータセンターの PUE 値は 1.5～2.0）であり、冷却の電力使用

量を最小限とすることで 100％再生エネルギー（電気）を使用しても価格競争力のあるデー

タセンターが実現した。 

3 点目は他産業との連携である。冬季にサーバーの廃熱を活用し、室内を 15 度から 20

度を保ち、冬期においても一般暖房機に頼ることなくハウス内の栽培環境や養殖環境を維

持し、野菜の栽培や魚介類の養殖を行っている。これにより、空調コストを削減しつつ産

業の活性化にも寄与している。 
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図表 45 （左）システム図と（右）雪山の写真 

 

（出所）株式会社ホワイトデータセンターホームページ「事業紹介」＜https://corp.wdc.co.jp/＞（2023 年 10 月アク

セス） 

 

【参考文献】 

⚫ ホワイトデータセンター株式会社ウェブサイト「事業紹介」＜https://corp.wdc.co.jp/

＞（2023 年 10 月アクセス） 

⚫ 本間弘達「雪冷熱エネルギーを利用したデータセンター」（2020 年 5 月） 

⚫ EMIRA ウェブサイト「排雪利用型データセンター実現へ! 雪に価値を与える北海

道・美唄モデル」＜https://emira-t.jp/special/18086/＞（2023 年 10 月アクセス） 

⚫ 株式会社ホワイトデータセンターホームページ「事業紹介」＜https://corp.wdc.co.jp/

＞（2023 年 10 月アクセス） 
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図表 47 （左）システム図と（右）コスト比較 

 

（ 出 所 ） ゼ ネ ラ ル ヒ ー ト ポ ン プ 工 業 株 式 会 社 「 温 泉 排 湯 利 用 ヒ ー ト ポ ン プ シ ス テ ム 」 < 

http://www.geohpaj.org/old_information/doc/shiba.pdf >（2024 年 1 月アクセス） 

 

【参考文献】 

⚫ 環境省「温泉熱利用事例集」（2019 年 3 月） 

⚫ 株式会社西建築設計事務所ウェブサイト「地形を活かした自然な景観づくり 飛騨

川温泉しみずの湯」＜ http://www.nishi-sekkei.jp/works/project/hidakawa.47.html ＞

（2023 年 9 月アクセス） 

⚫ ゼネラルヒートポンプ工業株式会社「温泉排湯利用ヒートポンプシステム」< 

http://www.geohpaj.org/old_information/doc/shiba.pdf >（2024 年 1 月アクセス） 

 

２.３.２  集中管理方式による温泉熱供給（草津温泉） 

群馬県の草津町では温泉の集中管理方式での配湯を運営し、旅館のみならず住宅にも温

水を供給している。温度帯が高い源泉を利用してヒートポンプを使用せずに熱供給してい

るほか、プレート式熱交換器を使用することで高効率な熱供給を実現している。 

本事例の主な工夫点は 2 点ある。1 点目は、温泉の集中管理方式での配湯の運営を行っ

ている点である。熱交換器を用いて温泉（94.5℃）から 60℃の温水を作り、旅館等へは 54℃

の温泉の配湯と 55℃程度の温水を、地区内の住宅へは 55℃程度の温水を供給している。

草津温泉町内 1,881 戸（うち旅館 191 戸）、給湯人口 20,000 人に温水を供給しているほか、

草津中学校体育館や草津町社会体育館、旅館の温水プールや附帯施設、新規利用施設にも

暖房用温水や温泉を給湯している。 

2 点目は熱移動の高い効率化の実現である。プレート式熱交換器を利用し、薄い金属板

を多数使用することで伝熱面積を広くし高効率な熱交換を可能にしている。その結果、筐

体を小さくすることが可能なため、狭い場所でも設置しやすく、使われている部品が他の

熱交換器に比べて少ないことからメンテナンスも容易である。これらにより、エネルギー

コストの 89%削減、年間 9,000t 相当の CO2 排出量削減を実現している。 
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図表 48 （左）温泉熱利用方式のシステム図と（右）熱交換システムの写真 

 

（出所）環境省「温泉熱利用事例集」（2019 年 3 月） 

 

【参考文献】 

⚫ 環境省「温泉熱利用事例集」（2019 年 3 月） 

⚫ 温 泉 百 貨 店 ウ ェ ブ サ イ ト 「 草 津 温 泉 の 熱 交 換 器 の 凄 さ 」 ＜

https://www.onsenhyakkaten.com/2013/07/10/%E8%8D%89%E6%B4%A5%E6%B8%A9

%E6%B3%89%E3%81%AE%E7%86%B1%E4%BA%A4%E6%8F%9B%E5%99%A8%

E3%81%AE%E5%87%84%E3%81%95/＞（2023 年 10 月アクセス） 

⚫ 細谷昇「温泉熱の利用について」（1976 年 12 月） 

 

２.３.３  産業部門における温泉熱利用（小国町森林組合） 

熊本県の小国町森林組合では、天然の地熱（温泉噴気）を活用して、木材乾燥を実施し

ている。本事例は、産業部門で、地熱・温泉熱を利用する全国でも珍しい事例である。地

熱乾燥によって、二酸化炭素排出の軽減の他に、木材が持つ本来の色や艶の保持や天然乾

燥よりも早い乾燥を可能にしている。 

本事例の主な工夫点は 2 点ある。1 点目は、蒸気解放熱の効率化である。熱交換器用の

放熱管にはエロフィンチューブ（パイプ外面にフィンを螺旋状に巻きつけたもの）を採用

し、伝熱面積の増大やパイプとフィンの密着度の向上により、伝熱効率を上げることがで

きる。 

2 点目は木材の乾燥に活用している点である。小国町の岳の湯地区から自噴する地熱（温

泉噴気）を乾燥用施設の配管に送り、室温を 50～60℃に上げることで木材を乾燥させるの

に利用している。地熱乾燥した木材はかおり成分が多く耐腐朽性に優れていることが、九

州大学の調査より明らかとなっている。地熱を用いることで、木材乾燥 1 回あたり、CO2

排出量の 2t 削減に繋がっている。 
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図表 49 （左）地熱乾燥のシステム図と（右）地熱乾燥施設の外観 

 

（出所）（左）環境省「温泉熱利用事例集」（2019 年 3 月）、（右）小国町森林組合ウェブサイト「地熱乾燥材®全

国でも希少なエコマテリアル」＜http://ogunisugi.com/products/traders/chinetsukanso＞（2023 年 9 月アクセ

ス） 

 

【参考文献】 

⚫ 小国町森林組合ウェブサイト「地熱乾燥材®全国でも希少なエコマテリアル」＜

http://ogunisugi.com/products/traders/chinetsukanso＞（2023 年 9 月アクセス） 

⚫ 勝川熱加工株式会社ウェブサイト「再生可能エネルギーへの熱交換器使用例」＜

https://www.katsukawa.co.jp/%e5%86%8d%e7%94%9f%e5%8f%af%e8%83%bd%e3%82

%a8%e3%83%8d%e3%83%ab%e3%82%ae%e3%83%bc%e3%81%b8%e3%81%ae%e7%

86%b1%e4%ba%a4%e6%8f%9b%e5%99%a8%e4%bd%bf%e7%94%a8%e4%be%8b ＞

（2023 年 9 月アクセス） 

⚫ 清水邦義・中川敏法「乾燥方法による小国すぎ板材の揮発成分への影響調査」（2018

年 2 月） 

⚫ 環境省「温泉熱利用事例集」（2019 年 3 月） 
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es.co.jp/area/＞（2024 年 1 月アクセス） 

 

２.４.２  ２つの川に挟まれた特徴を生かした河川水熱の利用（中之島二・三丁目） 

河川水も海水同様に、夏は大気よりも温度が低く冬は高いため、ヒートポンプの熱源水

として利用することが可能である。水量の多い河川沿岸での地域冷暖房として活用されて

いる例が多く、東京都の「箱崎地域」 、富山県の「富山駅北」 、大阪府の「中之島二・

三丁目」や「天満橋一丁目」等で導入されている。いずれも大規模に利用することで、土

木工事費の低減につながっている。 

その中でも、中之島二・三丁目の主な工夫点は 2 点ある。1 点目は、取水と排水を別の

河川から実施している点である。2 つの河川に囲まれた地形を活かし、取水と排水を別の

河川で行うことで、高いエネルギー効率を実現している。また、排熱を大気に直接放出す

る必要がないことから、ヒートアイランド対策にもつながっている。 

2 点目はビル群の建て替えに合わせ、エネルギー供給対象を増加している点である。中

之島エリアでは現在も再開発が進んでおり、2022 年 2 月に開館した大阪中之島美術館（中

野 4 丁目）にも熱供給を実施している。さらに、2024 年春開業予定の中之島未来医療国際

拠点へのエネルギー供給についても予定されている。 

図表 53 （左）取水口と排水口の位置及び、今後の開発予定と（右）河川水の熱交換器 

 

（出所）（左）グラングリーン大阪ウェブサイト「インフラ企業として地域とともに未来をつくるまちづくり」＜

https://umekita2.jp/findosaka/804/＞ （2024 年 1 月アクセス）、 

（右）関西電力株式会社ウェブサイト「大阪市  中之島 エネルギー｜地域活性化・まちづくり」＜

https://www.kepco.co.jp/energy_supply/regional_activation/nakanoshima-s.html＞（2024 年 1 月アクセス） 

 

【参考文献】 

⚫ 関西電力株式会社ウェブサイト「大阪市 中之島 エネルギー｜地域活性化・まちづ

くり」＜https://www.kepco.co.jp/energy_supply/regional_activation/nakanoshima-s.html＞

（2024 年 1 月アクセス） 

⚫ グラングリーン大阪ウェブサイト「インフラ企業として地域とともに未来をつくる

まちづくり」＜https://umekita2.jp/findosaka/804/＞ （2024 年 1 月アクセス） 
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２.５  下水熱 

２.５.１  下水道管を流れる下水の熱を地域冷暖房に活用（麻布台ヒルズ（虎ノ門・麻布台エ

リア）） 

2023 年 11 月完成の麻布台ヒルズでは、下水道管内の底部に設置した熱交換器で下水の

熱を採熱し（管底設置方式）、ヒートポンプを用いて、冷暖房の熱源の一部として活用して

いる。管底設置方式による下水熱利用を地域冷暖房に活用することは国内初の事例である。

麻布台ヒルズが含まれる虎ノ門・麻布台エリアにおいては、下水熱利用のほかにも、人工

知能（AI）による統合エネルギー管理システムを導入することで、効率的な電力・熱製造

を行うことで、一般的な熱供給に比べて CO2 の排出量を 20%削減することが可能となっ

ている。 

本事例の工夫点は 2 点挙げられる。1 点目は、下水の熱を冷暖房の熱源の一部として活

用している点そのものである。空調に下水熱を活用することで、一般的なシステムと比較

して CO₂排出量を年間約 70t-CO₂削減可能である。 

2 点目は高効率で BCP 性能の高い電力・熱エネルギー供給体制を整えた点である。大型

ガス CGS などの自家発電システムや大規模蓄熱槽、高効率熱源機、排熱利用設備を活用

した熱製造システムを導入している。広域送配電系統から独立した独自の電力ネットワー

クを構築し、災害発生時でも、都市機能や経済活動を維持するのに必要な電力・熱を１週

間程度賄うことが可能となっている。 

 

図表 54 下水道管からの下水熱利用のイメージ 

 

（出所）東京都下水道局ウェブサイト「虎ノ門・麻布台プロジェクトにおける下水熱利用事業開始に向けた協定

締結について」＜https://www.gesui.metro.tokyo.lg.jp/news/2021/0624_5676.html＞ （2024 年 1 月アクセス） 

 

【参考文献】 

⚫ 森ビル株式会社ウェブサイト「"ヒルズの未来形"「虎ノ門・麻布台プロジェクト」

東 京 都 下 水 道 局 と 下 水 熱 利 用 事 業 に 関 す る 協 定 を 締 結 」 ＜ 

https://www.mori.co.jp/company/press/release/2021/06/20210624140000004199.html ＞
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（2024 年 1 月アクセス） 

⚫ 東京都下水道局ウェブサイト「虎ノ門・麻布台プロジェクトにおける下水熱利用事

業 開 始 に 向 け た 協 定 締 結 に つ い て 」 ＜

https://www.gesui.metro.tokyo.lg.jp/news/2021/0624_5676.html＞ （2024 年 1 月アクセ

ス） 

２.５.２  下水処理水の熱を給湯や空調に活用（イオンモール堺鉄砲町） 

堺市の大型商業施設（イオンモール堺鉄砲町）では、下水処理場から下水処理水を送水

し、給湯や空調の熱源として多段階利用を実施。下水処理水を 1 つの施設内で給湯・空調

に利用（複合利用）するのは本事例が初となる。熱利用後の下水処理水については、膜処

理を行った上で施設内のトイレ洗浄水や施設内の「憩いの場せせらぎ」の水源としても活

用されている。 

本事例の主な工夫点は 2 点ある。1 点目は、下水処理水の熱を給湯・空調の熱源の一部

として利用している点である。下水処理水の熱を給湯・空調として活用しており、温熱・

冷熱を同一施設で利用する初の事例である。当初は 3.5%程度の省エネ効果を見込んでい

たが、実証の結果、約 14%の電力量の削減を実現している。 

2 点目は熱を採取した後の下水処理水についても、水源として活用している点である。

熱を利用した下水処理水については、膜処理を施した後、施設内の「憩いの場せせらぎ」

の水源やトイレ洗浄水として利用する他、施設外にある「内川緑地せせらぎ水路」の水源

としても活用している。下水処理水を熱源・水源として複合利用するのは全国で初の取り

組みである。 

図表 55 イオンモール堺鉄砲町における下水処理水の活用フロー 

 

（出所）国土交通省ウェブサイト「下水熱利用に係る取組事例集」＜ https://www.mlit.go.jp/common/001229324.pdf 

＞（2024 年 1 月アクセス） 
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図表 56 電力使用量の削減量 

 

（ 出 所 ） 国 土 交 通 省 ウ ェ ブ サ イ ト 「 堺 市 鉄 砲 町 に お け る 下 水 熱 利 用 の 取 組 」 ＜ 

https://www.mlit.go.jp/common/001179377.pdf＞（2024 年 1 月アクセス） 

 

【参考文献】 

⚫ 国 土 交 通 省 ウ ェ ブ サ イ ト 「 下 水 熱 利 用 に 係 る 取 組 事 例 集 」 ＜ 

https://www.mlit.go.jp/common/001229324.pdf ＞（2024 年 1 月アクセス） 

⚫ 国土交通省ウェブサイト「堺市鉄砲町における下水熱利用の取組」＜ 

https://www.mlit.go.jp/common/001179377.pdf＞（2024 年 1 月アクセス） 

 

２.６  地中熱・地下水熱 

２.６.１  新築建築物における杭方式による地中熱ヒートポンプ利用（横浜市新市庁舎） 

横浜市新市庁舎の移転・新築（2020 年 1 月竣工）では、建物の基礎に杭が採用されてい

ることを踏まえて、地中熱利用専用の掘削を伴うボアホール方式ではなく、杭方式を採用

して施工効率化を図っている。同庁舎は、建築物省エネルギー性能表示制度（BELS）最高

ランクの 5 つ星の省エネルギー性能と快適性を両立した低炭素型の市庁舎を実現した。 

本事例における地中熱利用・外皮等に関する主な工夫を図表 58 に示す。1 点目は、地中

熱利用による快適性の高い空調である。同市庁舎では、基礎杭に挿入した熱交換ホースか

ら採熱する杭方式のクローズドループを採用している。採熱管本数は 1,320 本（20 本/杭×

66 本）、総長は 3 万 m、熱交換量は 400kW である。地中熱を床吹出空調と床輻射冷暖房に

活用し、床下に冷温水が流れる仕組みとなっており、足元からの冷温熱が快適性を高めて

いる。この他に、市庁舎の高層部の空調にも地中熱を活用している。 

2 点目は、レジリエンス向上である。地中熱を熱源とするアトリウムの空調は、燃料電

池を導入し、停電や災害の際にも稼働可能としてレジリエンスを高めている。 

3 点目は、高性能外皮と建物方位の最適化である。同市庁舎では、画一的な外装ではな

く、方位毎に最適な外装が選定された他、主たる外装に手動開閉式の自然換気一体型ダブ
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図表 59 WEB プログラム基準値に対する設計値・実績値 

 

（出所）一般財団法人住宅・建築 SDGs 推進センター「第 1 回 SDGs 建築賞 審査委員会奨励賞作品紹介」（2023

年 1 月） 

 

【参考文献】 

⚫ 環境省ウェブサイト「導入事例横浜市役所」

<https://www.env.go.jp/water/jiban/post_102.html>（2023 年 9 月アクセス） 

⚫ 左勝旭「特集地球温暖化対策、環境対策 横浜市役所の ZEB の実現」建設機械施工，

Vol.73 No.11（2021 年 11 月） 
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を達成 

【政策面】 

大阪市による普及推

進 

⚫ 大阪市は、流れが緩やかな地下水が豊富に存在する市域特性を活か

すことのできる帯水層蓄熱冷暖房システムの普及を推進 

➢ 帯水層蓄熱ポテンシャルマップの公表 

➢ 建築用地下水の採取の規制に関する法律（通称：ビル用水法）

の揚水規制の緩和検討 

➢ 国家戦略特区における新たな特例措置（共同命令）の公布・施

行  

 

図表 61 帯水層蓄熱冷暖房システムの仕組み 

 

（出所）大阪市「アミティ舞洲の帯水層蓄熱冷暖房システムの概要」

<https://www.city.osaka.lg.jp/kankyo/cmsfiles/contents/0000476/476996/leaflet.pdf >（2023 年 9 月アクセス） 

 

【参考文献】 

⚫ 一般財団法人ヒートポンプ・蓄熱センター「大阪市舞洲障がい者スポーツセンター

「アミティ舞洲」」

<https://www.hptcj.or.jp/Portals/0/data0/hp_ts/sample_cool/pdf/Vol57/general/C&H57%E5%8

F%B7_P41.pdf>（2023 年 9 月アクセス） 

⚫ 環境省ウェブサイト「建築物用地下水の採取の規制に関する法律の規制緩和について」

<https://www.env.go.jp/press/107137.html>（2023 年 9 月アクセス） 
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図表 63 空調システムの更新に関する導入効果 

 

（出所）関東経済産業局「2021 年度事業活動省エネルギー対策セミナー事例紹介資料」（2022 年） 

 

図表 64 空調システムの更新に関する CO2 削減量（t-CO2） 

 

（出所）関東経済産業局「2021 年度事業活動省エネルギー対策セミナー事例紹介資料」（2022 年） 

 

【参考文献】 

⚫ 関東経済産業局「2021 年度事業活動省エネルギー対策セミナー事例紹介資料」（2022

年 2 月） 

⚫ 一般社団法人環境共創イニシアチブ「再生可能エネルギー熱事業者支援事業成果報告

会 導入事例鈴廣かまぼこ株式会社（地中熱利用）」（2017 年 11 月） 
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図表 66 空調システムフロー 

 

（出所）成松学，佐藤英樹「－実施例－札幌三建ビル 寒冷地 ZEB を実現（ヒートポンプとその応用 2020.11. 

No.94）」（2020 年 11 月） 

 

図表 67 熱源運用概念図 

 

（出所）成松学，佐藤英樹「－実施例－札幌三建ビル 寒冷地 ZEB を実現（ヒートポンプとその応用 2020.11. 

No.94）」（2020 年 11 月） 
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熱冷暖房システムの

採用 

い蓄熱。コンクリート躯体を蓄熱媒体として利用し、空調熱源容量

を削減 

⚫ スケルトン天井からは床躯体に蓄熱した熱を放射と対流により放

熱し、床からは床全面吹出空調システム（T-Breeze Floor System）に

より空調 

 

図表 70 冷房時の自然エネルギー利用率 

 

（出所）ヒートポンプ・蓄熱センター「令和 2 年度ヒートポンプ・蓄熱システム運転管理等の改善事例 奨励賞

② 大成札幌ビル（COOL&HOT 2020 No.55）」（2020 年 11 月） 

 

図表 71 標準ビルと比較した竣工後 9 年間の 1 次エネルギー消費量 

 

（出所）ヒートポンプ・蓄熱センター「令和 2 年度ヒートポンプ・蓄熱システム運転管理等の改善事例 奨励賞

② 大成札幌ビル（COOL&HOT 2020 No.55）」（2020 年 11 月） 

 

【参考文献】 

⚫ ヒートポンプ・蓄熱センター「令和 2 年度ヒートポンプ・蓄熱システム運転管理等の

改善事例 奨励賞② 大成札幌ビル（COOL&HOT 2020 No.55）」（2020 年 11 月） 

⚫ 大成建設設計本部ウェブサイト「 Taisei Sapporo Building 」 <https://www.taisei-

design.jp/de/feature/sapporo_building/index.html>（2023 年 9 月アクセス） 



-  58 -  

２.７.２  熱回収ヒートポンプによる冷温同時利用（名古屋大学医学部附属病院） 

ヒートポンプは、熱を移動させる技術であることから、1 年間のうち、冷熱負荷と温熱

負荷が同時に存在する時期は、熱回収ヒートポンプによって既存熱源（冷凍機を使用して

いる場合は大気熱）の利用量を減らすことができる。 

例えば、冷水が冷凍機から供給され、冷却塔などで大気に放熱される熱源システムでは、

温水や給湯が必要な場合は別に温水ヒーターで供給されている場合が多い。この場合、熱

回収ヒートポンプを導入することで、冷水を製造する放熱で温水を供給する事ができ、温

水ヒーターのエネルギー削減が期待できる。 

名古屋大学医学部附属病院では、従来、温熱・冷熱をそれぞれ蒸気ボイラーと冷凍機（吸

収式冷凍機及び水冷チラー）で供給していたところ、熱回収ヒートポンプ等を増設し、冷

凍機（空気熱）やボイラー利用を低減させた。（図表 73） 

図表 74 に夏場・冬場の熱源運転状況を示す。夏場は温熱熱量のすべてを熱回収ヒート

ポンプの排熱で供給し、冬場は冷熱熱量のすべてが熱回収ヒートポンプから供給されてい

る。これによって、図表 75 に示されるとおり年間の 1 次エネルギー消費量を 49%削減し

ている。 

図表 72 一般的な熱源システムと熱回収システムの比較 

 

（出所）千原 崇「熱回収ヒートポンプによる排熱回収システムについて（日本機械学会誌）」（2022 年 3 月） 

 

図表 73 熱源フロー図 
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（出所）千原 崇「熱回収ヒートポンプによる排熱回収システムについて（日本機械学会誌）」（2022 年 3 月） 

図表 74 夏場・冬場の運転状況 

＜夏場の運転状況（2011 年 8 月）＞ 

 

＜冬場の運転状況（2012 年 1 月）＞ 

 

（出所）千原 崇「熱回収ヒートポンプによる排熱回収システムについて（日本機械学会誌）」（2022 年 3 月） 

 

図表 75 改修前後のエネルギー消費量 

 

（出所）千原 崇「熱回収ヒートポンプによる排熱回収システムについて（日本機械学会誌）」（2022 年 3 月） 

 

【参考文献】 

⚫ 千原 崇「熱回収ヒートポンプによる排熱回収システムについて（日本機械学会誌）」

（2022 年 3 月）  
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熱その他の自然界に存する熱、バイオマスと規定されている8。また、再生可能エネルギー源

には、大気熱を含む自然熱が含まれる。 

 

２.２  普及方針 

「第 4 次エネルギー基本計画」（2014 年閣議決定）では、以下が記載され、熱利用分野に

おいてコージェネレーションシステムとともに、再エネ熱の利用を促進する方向性が示され

た。 

⚫ 「太陽熱、地中熱、雪氷熱、温泉熱、海水熱、河川水熱、下水熱等の再生可能エネル

ギー熱をより効果的に活用していくことも、エネルギー需給構造をより効率化する上

で効果的な取組となると考えられる。」【第 4 次エネルギー基本計画 p.26】 

 

「第 5 次エネルギー基本計画」（2018 年閣議決定）及び「第 6 次エネルギー基本計画」（2021

年閣議決定）では、以下が記載され、個別の再エネ熱供給設備の導入支援と、再エネ熱の面

的利用の取組への支援により、再エネ熱の導入拡大を目指すと示されている。 

⚫ 「太陽熱、地中熱、雪氷熱、温泉熱、海水熱、河川水熱、下水熱等の再生可能エネル

ギー熱について、熱供給設備の導入支援を図るとともに、複数の需要家群で熱を面的

に融通する取組への支援を行うことで、再生可能エネルギー熱の導入拡大を目指す。」 

【第 5 次エネルギー基本計画 p.43, 第 6 次エネルギー基本計画 p.65】 

 

２.３  目標設定 

日本においては、後述する欧州連合（EU）と異なり、国レベルでの再エネ熱の導入量や消

費量の定量的な目標設定は行われていない。 

一方、目標設定の位置づけではないものの、 前述の「第 4 次エネルギー基本計画」（2014

年閣議決定）の方針に基づき検討・決定された「長期エネルギー需給見通し」では、図表 77

のとおり再エネ熱の導入見通しが示された。この導入見通しでは、1 次エネルギーベースで

1,341 万 kl 程度を見込むと示され、内訳は太陽熱（55 万 kl 程度）、バイオマス等（667 万 kl

程度）、未利用熱等（618 万 kl 程度）とされた。 

 
8 エネルギー供給構造高度化法施行令 第四条 
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図表 77 再生可能エネルギー（熱利用）の導入見通し 

 

（出所）資源エネルギー庁「長期エネルギー需給見通し関連資料（平成 27 年 7 月 16 日）」（2015 年 7 月） 

 

「地球温暖化対策の推進に関する法律」（以下、「地球温暖化対策推進法」という。）に基づ

く政府の総合計画として、地球温暖化対策計画が策定されている。2021 年には、2050 年 CN

実現や、2030 年度において温室効果ガス 46%削減（2013 年度比）の目標の実現等に向けて、

「地球温暖化対策計画」が改訂された（2021 年 10 月閣議決定）。同計画においては、図表 

78 に示されるように再生可能エネルギーの最大限の導入の一環として、再エネ熱の導入拡

大を目指すことが示された。 

 

図表 78 地球温暖化対策計画 第 2 節地球温暖化対策・施策 

地球温暖化対策計画 

第 2 節 地球温暖化対策・施策 （一部抜粋） 

(c) 再生可能エネルギーの最大限の導入 

【再生可能エネルギー発電】  

‥‥（略） 

【再生可能エネルギー熱等】 

地域性の高いエネルギーである再生可能エネルギー熱（太陽熱、地中熱、雪氷熱、温

泉熱、海水熱、河川水熱、下水熱等）を中心として、下水汚泥・廃材・未利用材等によ

るバイオマス熱等の利用や、廃棄物処理に伴う廃熱等の未利用熱の利用を、経済性や

地域の特性に応じて進めていくとともに、運輸部門における燃料となっている石油製

品を一部代替することが可能なバイオ燃料、水素をはじめとする脱炭素燃料等の利用

も重要である。再生可能エネルギー熱等の供給設備の導入支援を図るとともに、様々
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な熱エネルギーを地域において有効活用するモデルの実証・構築等を行うことで、再

生可能エネルギー熱等の導入拡大を目指す。 

（出所）地球温暖化対策計画（2021 年 10 月） 

 

同計画においては、図表 79 のとおり、前述の第 4 次エネルギー基本計画の方針に基づき

検討・決定された「長期エネルギー需給見通し」で示された 1 次エネルギーベース 1,341 万

kl を、2030 年度における再エネ熱の利用拡大による排出削減量の見込量の前提としている。 

 

図表 79 地球温暖化対策計画 別表 1 エネルギー起源二酸化炭素に関する対策・施策の一覧 

 

（出所）地球温暖化対策計画（2021 年 10 月） 

 

２.４  地方公共団体における目標例 

地球温暖化対策推進法に基づき、地方公共団体は「地方公共団体実行計画」を策定するも

のとされている。これを受け、各地方公共団体は、再エネ熱を含む地域の再エネ資源を活用

した温室効果ガス排出量削減に関する計画を策定している。地方公共団体のなかには、以下

のように同実行計画の区域施策編において、再エネ熱の増加目標を掲げているところもある。 

⚫ 長野県：再生可能エネルギー生産量のうち熱の増加目標（図表 80） 

⚫ 青森県：自家消費型再生可能エネルギーとして、電気・熱合算の導入目標（図表 81） 

 

一方、同実行計画のうち、当該地方公共団体の事務及び事業に関する GHG 排出削減等に

ついて策定する事務事業編では、庁舎等への再エネ熱利用システムの導入や、導入支援事業

の計画を掲げるところもある。（例．秋田県、岩手県、山梨県、岡山県等） 
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図表 80 長野県ゼロカーボン戦略（地方公共団体実行計画） 

 

（出所）長野県「長野県ゼロカーボン戦略」（2022 年 5 月） 

 

図表 81 青森県地球温暖化対策推進計画（地方公共団体実行計画） 

 

（出所）青森県「青森県地球温暖化対策推進計画」（2023 年 3 月） 
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削減効果が得られる設備

等の導入・運用改善 

（出所）一般社団法人静岡県環境資源協会「令和 5 年度二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金（建築物等の脱

炭素化・レジリエンス強化促進事業）実施要領)」<http://www.siz-kankyou.jp/2023CO2.html>をもとに三

菱 UFJ リサーチ&コンサルティング作成 

 

過去のレジリエンス強化型 ZEB 実証事業の実績例として、図表 85 に示す北海道大樹町

の ZEB 庁舎（ZEB Ready）がある。この庁舎では、地中熱ヒートポンプ空調を導入してい

る。 

 

図表 85 補助事業の実績例（レジリエンス強化型 ZEB 実証事業） 

 

（出所）環境省「2023 年度エネルギー対策特別会計補助事業活用事例集」（2023 年 5 月） 

 

３.４  地域脱炭素移行・再エネ推進交付金 

３.４.１  背景・目的 

環境省では、「地域脱炭素ロードマップ」、「地球温暖化対策計画」、「GX 実現に向けた基

本方針」等に基づき、脱炭素化に意欲的に取組む地方公共団体を支援することにより、地

域全体の再エネ、省エネ、蓄エネを推進している。この一環として、エネ特に基づく「地

域脱炭素移行・再エネ推進交付金が設けられている。 
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（出所）一般社団法人環境技術普及促進協会「新たな手法による再エネ導入・価格低減促進事業のうち再エネ

熱利用・発電等の価格低減促進事業  「計画策定事業」「設備等導入事業」  公募要領  」

<http://www.eta.or.jp/offering/23_01_netsu/files_2nd/02_kouboyouryo.pdf>をもとに三菱 UFJ リサーチ&コ

ンサルティング作成 

 

３.６  再生可能エネルギー熱事業者支援事業（過年度事業） 

３.６.１  背景・目的 

経済産業省は、エネルギーの地産地消を促進するために、再エネ熱利用設備の導入に対

して補助を行う「再生可能エネルギー熱事業者支援事業」を 2018 年度まで継続的に実施

していた。2019 年度以降は、環境省の補助金事業に集約されている。 

３.６.２  概要・補助実績 

再生可能エネルギー熱事業者支援事業では、再エネ熱（太陽熱、温度差エネルギー、雪

氷熱、地中熱、バイオマス熱・燃料製造）の導入にあたっての設計費、設備費、工事費が

補助対象とされた。補助率は、原則 1/3 以内とされた10。補助上限額は、実施年度により

異なるが、2016 年度は 3 億円／年度で、単年度が原則ながら複数年を要する事業は最大 4

年間が補助対象期間とされた。 

補助実績について、2016~2017 年度における補助金による設備導入件数は、図表 88 の

とおり、地中熱利用が約半分を占めた。これに続いて、太陽熱が多かった。補助金交付金

額では、太陽熱利用は比較的小規模な設備導入が行われているため割合が小さかった一方

で、バイオマス燃料製造の金額が高く、約 4 分の 1 を占めた。 

 

図表 88 再生可能エネルギー熱事業者支援事業の実績 

 

（注）2014、2015、2016 年度から継続している事業については、過年度に交付された補助金額を含めた額。 

（出所）一般社団法人環境共創イニシアチブ「再生可能エネルギー熱事業者支援事業成果報告会(東京会場)」

<https://sii.or.jp/re_energy30/uploads/all_01.pdf>（2023 年 12 月アクセス） 

 
10 民間事業者が地方公共団体から指定・認定を受け、かつ先導的な事業の場合、補助対象経費の合計額の 2/3 以

内とされる場合あり。 
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秋田市 補助対象経費の合計額の 1/3、上限額 100 万円 

宮城 宮城県 補助対象経費の 1/5、上限額 50 万円 

山形 山形県 【住宅設置空調】補助率 1/3、上限額 50 万円 

東京 東京都 中小企業等：熱利用設備の助成対象経費 2/3 以内、上限 1

億円、等 （地産地消型再エネ増強プロジェクト（都内設

置））  
東京都 補助率 3/5、上限額 180 万円 （災害にも強く健康に資する

断熱・太陽光住宅普及拡大事業）  
文京区 補助率 2/3、上限額 50 万円 

神奈川 神奈川県 補助率 1/3、上限額 500 万円  
川崎市 補助率 1/4、上限額 200 万円  
横浜市 補助率 1/2、上限額 200 万円 

愛知 愛知県 【大企業】補助率 1/2、上限額 1,500 万円 

【中小企業】補助率 2/3、上限額 2,000 万円 

大阪 大阪府 補助率 設備費の 1/3、上限額 300 万円 

京都 京都府 補助対象経費の 1/5 

兵庫 兵庫県 補助対象経費の 1/3、上限額 100 万円 

（出所）地中熱利用促進協会「2023 年度 全国の地方自治体における地中熱に活用できる補助金・融資制度に

ついて」<http://www.geohpaj.org/wp/wp-content/uploads/2023hojyokin.pdf>（2023 年 12 月アクセス）を

もとに三菱 UFJ リサーチ&コンサルティング作成。 

 

４．建築物に関する規制 

４.１  建築物省エネ法 

「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律（建築物省エネ法）」では、特定建築

行為をしようとする際に、建築物エネルギー消費性能基準に適合するかどうかの判定「建築

物エネルギー消費性能適合性判定」を受けなければならないと規定している11。まず特定建

築行為の概要を以下に示す。 

⚫ 特定建築行為：特定建築物（居住のために継続的に使用する室その他の政令で定める

建築物の部分）以外の建築物の部分（非住宅部分）の規模がエネルギー消費性能の確

保を特に図る必要があるものとして政令で定める規模以上である建築物を指す。対象

は以下のとおり12。 

➢ 非住宅部分の床面積が 2,000m2以上 

➢ 特定建築物の増改築（増改築する部分のうち非住宅部分の床面積※が 300m2 以上

のものに限る） ※外気に対して高い開放性を有する部分を除いた部分の床面積 

➢ 増築後に特定建築物となる増築（増築する部分のうち非住宅部分の床面積※が

300m2 以上のものに限る） ※外気に対して高い開放性を有する部分を除いた部

 
11 建築物省エネ法第 12 条「建築物エネルギー消費性能適合性判定」 

12 一般財団法人住宅・建築 SDGs 推進センターウェブサイト<https://www.ibec.or.jp/ee_standard/act_outline.html>

（2023 年 12 月アクセス） 
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分の床面積。ただし、特定増改築に該当する場合は、適合義務の対象外 

 

建築物エネルギー消費性能基準は、一次エネルギー消費性能（BEI＝設計一次エネルギー

消費量÷基準一次エネルギー消費量）に基づくこととなっており、以下のように定められて

いる。 

⚫ 新築及び既存建築物の増改築：BEI ≤ 1.0 

⚫ 既存建築物（2016 年 4 月時点で現存する建築物）の増改築：BEI ≤ 1.1 

 

４.２  建築物のエネルギー消費性能計算プログラム（WEBPRO） 

前述の建築物省エネ法で規定された省エネルギー基準（平成 28 年度基準）への適合性を

判定するための「建築物のエネルギー消費性能計算プログラム（非住宅版・住宅版）（以下、

「WEBPRO」という。）」が無償で提供されている。WEBPRO の非住宅版は、国立研究開発

法人建築研究所により、住宅版は、一般財団法人住宅・建築 SDGs 推進センターにより、提

供されている。WEBPRO では、設計した建築物に関する情報を入力し、アップロードする

と、「設計一次エネルギー消費量」と建築物省エネ法上の「基準一次エネルギー消費量」を算

定できる。 

ここで、WEBPRO における再エネ熱の扱いを非住宅版と住宅版に分けて整理する。 

非住宅版の地中熱については、プログラムへの入力に関する参考情報として、「地中熱ヒー

トポンプの評価方法（タイプの判別方法）」及び「オープンループ型地中熱ヒートポンプシ

ステムの熱源水温度・熱源水ポンプ群合計消費電力計算方法」が策定されている。オープン

ループ型地中熱ヒートポンプは、WEBPRO において評価が可能である。非住宅版の太陽熱

については、自然エネルギー利用設備として、「液体集熱式太陽熱利用設備」及び「空気集熱

式太陽熱利用設備」のエネルギー消費性能の算定方法が策定されている。 

住宅版の地中熱については、「地中熱ヒートポンプ温水暖房機」が評価対象とされ、算定

方法が策定されている。住宅版の太陽熱については、「液体集熱式太陽熱利用設備」及び「空

気集熱式太陽熱利用設備」のエネルギー消費性能の算定方法が策定されている。 

 

４.３  ZEBに関する再エネ熱の扱い 

図表 91 に示すように、基準一次エネルギー消費量に対して 50％以上の省エネ実現を ZEB

基準としている。2019 年には、延べ面積 10,000 ㎡以上の大規模建築物において前述の

WEBPRO 上では評価されない「未評価技術13」を活用して ZEB Ready を志向する取組を ZEB 

Oriented と位置づけている14。15 項目の未評価技術には地中熱利用の高度化（給湯ヒートポ

ンプ、オープンループ方式、地中熱直接利用、等）が含まれており、ZEB Oriented の認証に

向けたインセンティブとなる。しかしながら、図表 92 に示すように、実証事業における地

 
13 公益社団法人空気調和・衛生工学会において省エネ効果が高いと見込まれ、公表されたもの。 

14 事務所、学校、工場等では、省エネルギー40%以上＋未評価技術導入、ホテル、病院、百貨店、飲食店、集合

所等では、省エネルギー30%以上＋未評価技術導入。 
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中熱利用の高度化の導入件数は僅少である。 

 

図表 91 ZEB の定義（イメージ） 

 

（出所）資源エネルギー庁「ZEB ロードマップ検討委員会における ZEB の定義・今後の施策など」 

 

図表 92 実証事業における未評価技術の導入状況 

 
（注）集計にあたっては、未評価技術の導入を必須要件とした、2019 年度、2020 年度、 2021 年度、2022 年度

（9 月末時点）の交付決定事業を対象としている。また、一つの事業で複数の技術が採用されている場

合もある。  

（出所）資源エネルギー庁 ZEB・ZEH-M 委員会「ZEB・ZEH-M の普及促進に向けた今後の検討の方向性につい
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て」（2023 年 3 月） 

５．環境価値取引 

５.１  グリーン熱証書システム 

「グリーン熱証書システム」は、自然エネルギーにより生みだされた熱の環境価値を、証

書発行事業者「日本自然エネルギー株式会社」が第三者認証機関の認証を得て発行し、「グ

リーン熱証書」として取引する制度である。 

制度のスキームは、図表 93 に示すとおりであり、証書購入費用は、証書発行事業者を通

じて設備の維持・拡大等に利用される。 

 

図表 93 グリーン熱証書制度のスキーム 

 

（出所）日本自然エネルギー株式会社ウェブサイト<http://www.natural-e.co.jp/greenheat/about.html>（2023 年 12

月アクセス） 

 

グリーン熱の生成方式は、以下の条件を全て満たす再エネとされており、当面は太陽熱、

雪氷エネルギー、バイオマス熱とするとされている15。 

⚫ 石油・石炭・天然ガス等の化石燃料による熱生成でないこと。 

⚫ 熱生成過程における温室効果ガス、および硫黄酸化物・窒素酸化物等有害ガスの排出

がゼロか、または著しく少ないこと。 

 

民間制度であるグリーン電力・熱証書の CO2排出削減価値を「グリーンエネルギーCO2

削減相当量認証制度」により国が認証することで、地球温暖化対策推進法に基づく算定・

報告・公表制度（SHK 制度）における国内認証排出削減量として活用可能としている。こ

れにより、証書の付加価値を高め、取引拡大を通じた更なる再エネの推進を行っている。 

 
15 グリーン熱認証保証機構「グリーン熱認証基準解説書」（2019 年 6 月） 
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スキームとしては、図表 94 に示すように、資源エネルギー庁及び環境省が設置するグ

リーンエネルギーCO2削減相当量認証委員会が CO2排出削減量の認証を行い、認証を受け

た証書購入者は、当該証書の CO2排出削減価値を活用可能としている。CO2排出削減価値

は、熱種別にガス給湯器、ボイラー、空冷 HP チリングユニットの代替エネルギー消費効

率、CO2排出係数に基づくデフォルト値を使用して、算出している16,17。 

 

図表 94 グリーンエネルギーCO2 削減相当量認証制度のスキーム 

 

（出所）資源エネルギー庁ウェブサイト

<https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/green_energy/green_energy_co2.html>（2023 年 12

月アクセス） 

 

５.２  Jクレジット制度 

J クレジット制度は、省エネ設備の導入や再エネ利用による CO2等の排出削減量などを「J

クレジット」として、国が認証する制度である。図表 95 のスキームに示されるように、J ク

レジットの創出側は、省エネ設備や再エネ利用によりランニングコストの低減を図ることに

加えて、クレジットの売却益を投資費用回収や、更なる投資に充てることができる。一方、

J クレジットの購入側は、SHK 制度における国内認証排出削減量として活用可能である。 

 
16 資源エネルギー庁「グリーンエネルギーCO2 削減相当量認証制度運営規則」 

17 新設はデフォルト値使用、既設は個別に証明し、実態に即した数値を使用、又はデフォルト値使用している。 
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図表 95 J クレジットのスキーム 

 

（出所） J クレジットウェブサイト「Ｊ－クレジット制度について」<https://japancredit.go.jp/about/outline/>

（2023 年 12 月アクセス） 

 

J クレジットを創出する事業として、再エネの導入があり、そのなかには、再エネ熱を利

用する熱源設備の導入により電力や化石燃料の使用量を削減する方法が含まれる。方法論の

概要は以下のとおり。 

⚫ 対象熱源18：温泉熱、地熱、太陽熱、雪氷熱 

⚫ 適用条件19：再エネ熱を利用する熱源設備を設置すること。原則として再エネ熱を利

用する熱源設備で生産した温熱又は冷熱の全部又は一部自家消費すること。 

⚫ ベースライン排出量の考え方20：プロジェクト実施後の使用熱量を、ベースラインの

熱源設備から得る場合に想定される CO2 排出量。方法論のイメージは図表 96 のとお

り。 

⚫ 主なモニタリング項目21：プロジェクト実施後の熱源設備による生成熱量、プロジェ

クト実施前の熱源設備又は標準的な熱源設備のエネルギー消費効率 

 

 
18 J クレジット方法論（EN-R-003）「再生可能エネルギー熱を利用する熱源設備の導入」（2023 年 4 月） 

19 J クレジット方法論概要版（EN-R-003）「再生可能エネルギー熱を利用する熱源設備の導入」（2023 年 4 月） 

20 J クレジット方法論概要版（EN-R-003）「再生可能エネルギー熱を利用する熱源設備の導入」（2023 年 4 月） 

21 J クレジット方法論概要版（EN-R-003）「再生可能エネルギー熱を利用する熱源設備の導入」（2023 年 4 月） 
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一般社団法人未

来創造パート

ナーズ 

－ 事業所における再生

可能エネルギー熱を

利用する熱源設備の

導入 

全国 8,263 

（出所）J クレジット「登録プロジェクト一覧(Excel)」<https://japancredit.go.jp/project/index.php#result>（2023 年

7 月時点）をもとに三菱 UFJ リサーチ&コンサルティング作成 

６．技術開発支援 

６.１  再エネ熱利用に係るコスト低減技術開発 

NEDO は、再エネ熱分野の技術開発について、以下のようにテーマを設定の上、支援を行っ

ている。 

⚫ 2011 年度～2013 年度：再生可能エネルギー熱利用計測技術実証事業 

⚫ 2014 年度～2018 年度：再生可能エネルギー熱利用技術開発 

⚫ 2019 年度～2023 年度：再エネ熱利用に係るコスト低減技術開発 

「再エネ熱利用に係るコスト低減技術開発」では、技術開発の目標として、2030 年までに

地中熱、太陽熱等の再エネ熱システムのトータルコストを 30％以上低減すること（投資回収

年数 8 年以下とすること）が最終的なアウトカム目標とされている。同開発では、3 つの研

究開発項目が設けられている。それぞれの研究開発内容23は、以下のとおり。 

① 地中熱利用システムの低コスト化技術開発 

➢ 「大規模建築物、小規模建築物等、それぞれの建築物に導入することを想定した、

我が国の利用に適合した高効率機器の開発、施工期間短縮に資する施工技術の開

発、地中熱利用システムの最適化技術の開発、評価・定量化技術の高機能化開発

等に取り組み、地中熱利用システムのトータルコスト低減に資する技術を開発す

る。」 

② 太陽熱等利用システムの高度化技術開発 

➢ 「高効率機器の開発や、年間を通じた太陽エネルギーの最大限の活用に資する太

陽熱利用機器の開発、評価・定量化技術の高機能化開発、再生可能エネルギー熱

を含む多様な熱源を組み合わせたシステムの最適化技術開発等に取り組み、太陽

熱等利用システムのトータルコスト低減に資する技術を開発する。」 

③ 高度化・低コスト化のための共通基盤技術開発 

➢ 「地中熱利用システムの導入拡大に資するシステム設計の最適化に必要な見か

け熱伝導率の推定・評価技術、簡易 TRT（熱応答試験）技術、設計ツールを共通

基盤技術として開発し規格化を目指す。」 

 

2023 年度は、委託事業では上記③について「見かけ熱伝導率の推定手法と簡易熱応答試験

法および統合型設計ツールの開発・規格化」が実施されている。また、助成事業では上記①

 
23 NEDO ウェブサイト「再生可能エネルギー熱利用にかかるコスト低減技術開発」

<https://www.nedo.go.jp/activities/ZZJP_100154.html>（2023 年 12 月アクセス） 
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７．導入アドバイス・情報提供 

７.１  下水熱利用アドバイザー派遣等支援事業 

国土交通省では、下水熱利用事業の導入支援策として下水熱利用事業の導入を検討する地

方公共団体等にアドバイザーを派遣し、個別に課題整理と助言を行う「下水熱利用アドバイ

ザー派遣等支援事業」を実施した。同事業では、主に以下の項目25に関するアドバイスを提

供した。 

⚫ 下水熱利用の基礎情報、下水熱利用の検討手順、適用可能な下水熱利用技術・システ

ムと選定方法、下水熱ポテンシャルの推計方法・マップの作成方法、熱需要家候補の

見つけ方・必要となる環境整備、採算性評価の考え方やそのポイント、関係者間の連

携体制の構築方法、事業スキーム、必要となる条例整備・改正 

 

年度毎のアドバイザーの派遣実績は、以下のとおり。 

⚫ 2015 年度（18 件）：旭川市、新潟県、燕市、水戸市、相模原市、焼津市、小諸市、高

山市、大津市、滋賀県、京都府、大阪府、倉敷市、鳥取県、宇部市、福岡市、久留米

市、大村市 

⚫ 2016 年度（10 件）：弘前市、宮城県、福島市、埼玉県、長野県、姫路市、岡山市、福

山市、熊本市、福岡市 

⚫ 2017 年度（5 件）：福島市、京都府、姫路市、広島市、熊本県 

⚫ 2018 年度（5 件）：上越市、千葉市、横浜市、滋賀県、堺市 

 

国土交通省では、下水熱利用アドバイザー派遣等支援事業以外にも、問合せ窓口「下水道

資源利用ナビ」や、下水熱にかかる取組事例集26のとりまとめなどの施策を講じている。下

水道資源利用ナビは、下水熱利用を検討する地方公共団体、民間事業者、民間団体を支援す

るための問合せ窓口として、設置するものである。下水道資源利用ナビでは、基礎情報の提

供や、先行事例の紹介の他、国土交通省が整備している「下水熱利用マニュアル」の内容照

会に対応している。 

 

７.２  再生可能エネルギー事業支援ガイドブック 

経済産業省は、再エネの導入に取組む事業者や地方公共団体に向けて、支援施策や関連法

規などの事業開始にあたり有用な情報をとりまとめて、公開している。媒体は、毎年度冊子

媒体で発行される「再生可能エネルギー事業支援ガイドブック」と、WEB 版とがある。「再

生可能エネルギー事業支援ガイドブック令和 4 年度版」では、 地産地消の再エネ熱利用の

実現に向けた事業化事例として、大阪府堺市における下水熱利用が掲載されている。 

 
25 国土交通省「下水熱利用アドバイザー派遣等支援事業報告」（2019 年 3 月） 

26 国土交通省「地域の未利用資源を下水処理場でまとめてエネルギーに」（2018 年 4 月）、国土交通省「下水

熱にかかる取組事例集」（2018 年 3 月） 
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図表 99 再生可能エネルギー事業支援ガイドブック令和 4 年度版（一部抜粋） 

 

（出所）経済産業省「再生可能エネルギー事業支援ガイドブック令和 4年度版」 

 

同ガイドブックでは、「再生可能エネルギー事業事例集」が公開されている。事例集では、

国の施策を活用した再エネ事業等の事業概要や施策の活用内容等をまとめている。このなか

には、「地中熱利用設備を導入した大規模店舗の空調利用（IKEA 福岡新宮、IKEA 立川）」

や、「ZEB 実証事業における地中熱の利用（郊外型大型店舗）」のように一部再エネ熱利用の

事例も含まれる。 
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さらに、同ガイドブックでは、国による再エネ事業の支援メニューも公開している。支援

メニューは、「設備導入」、「実証・モデル事業」、「調査」、「研究開発・その他」に分類の上、

一覧形式で整理されている。2023 年 8 月時点では約 70 の事業や制度等が掲載されており、

およそ半数が再エネ熱を対象に含んでいる。 
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図表 101 再エネ熱の利用促進に関する主な政策・制度の経緯 

 

 

２．普及方針策定・目標設定 

２.１  EU再生可能エネルギー指令 

EU は、2009 年の「再生可能エネルギー指令（REDⅠ：Renewable Energy DirectiveⅠ）」施

行以降、電力に加えて熱も対象にしつつ、再エネの普及を推し進めている。 

REDⅠでは、2020 年までに EU の最終エネルギー消費量に占める再エネ由来のエネルギー

消費量の割合（以下、「再エネ割合」という。）を 20%とする目標を設定したが、この割合の

算出にあたり、熱部門も含むこととされた。 

2018 年には REDⅠが改訂され、REDⅡに移行した。REDⅡは、2030 年における法的拘束

力を有する再エネ割合の目標値として最低 32%と設定した上で、目標値の上方修正条項を設

けた。REDⅡにおける再エネの定義は、以下のとおり27。 

⚫ 風力、太陽熱、太陽光、地熱／地中熱、大気熱、潮力、波力・その他海洋エネルギー、

水力、バイオマス、ガス（埋立、下水処理、バイオ） 

※ヒートポンプで得る大気熱及び地中熱も再エネに含まれる 

 

2021 年 7 月には、欧州グリーンディールにおいて掲げられた 2030 年に GHG 排出量を最

低 55%削減するという目標実現に向けた政策パッケージ「Fit for 55」が策定された。再エネ

熱に関しては、RED における再エネ割合目標の引き上げや、熱部門における再エネ利用目標

の拘束力強化が提案された。 

 
27 EC「Press release Renewable energy: Council adopts new rules」<https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-

releases/2023/10/09/renewable-energy-council-adopts-new-rules/>（2023 年 11 月アクセス） 
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Fit for 55 の実現に向けて、REDⅡの改訂案として REDⅢが 2023 年 9 月欧州議会（EC）の

採択に至り、同年 11 月に発効している。REDⅢでは、2030 年における再エネ割合目標を RED

Ⅱの 32%から、42.5%に引き上げる28こととしており、REDⅢ発効の 18 カ月以内の加盟国に

おける国内法化が求められる29。 

 

２.２  再エネ割合目標に関するガバナンス 

EU は、2030 年におけるエネルギー分野と気候変動対策分野の目標達成を支援するために、 

「エネルギー同盟のガバナンスに関する規則（2018/1999）」に基づき、計画、報告、モニタ

リングを行っている。同規則は、EU の計画及び報告がパリ協定と一致していることを保証

するものでもある。 

再エネ割合目標に関しては、各加盟国が再エネ割合の目標達成等に向けて策定する「国家

エネルギー気候計画（NECP：National Energy and Climate Plan）」及び進捗報告が定期的に EU

レベルでモニタリングされている。 

不十分な進展の対応については、同規則の第 32 条「EU のエネルギー及び気候に関する目

標に向けた不十分な進展への対応」に規定されている。同規則では、加盟国の再エネ割合の

進捗についても規定されている。主な規定概要は以下のとおり。 

⚫ 基準点（2022 年、2025 年、2027 年）における EU の再エネ割合目標が達成されてい

ないと結論付けられた場合において、国レベルで掲げる基準点を下回る加盟国は、欧

州委員会からその評価を受けた日から 1 年以内に追加措置を確保しなければならな

い。追加措置は複数設けられており、再エネ導入拡大のための国内措置や、EU レベ

ルの再エネファイナンスメカニズムへの自主的な資金拠出等が含まれる。（第 32 条 3） 

⚫ 2021 年 1 月以降、各加盟国の最終エネルギー消費量に占める再生可能エネルギー源

の割合は、REDⅠで規定された 2020 年の再エネ割合目標を下回ってはならない。下

回る場合には、当該加盟国は、1 年以内にこの乖離をうめるのに十分な追加措置を講

じなければならない。（第 32 条 4） 

⚫ 基準点（2022 年、2025 年、2027 年）において、加盟国の再エネ割合が基準（2022 年：

18%、2025 年：43%、2027 年：65%）を下回る場合、当該加盟国は次期の報告書に乖

離をうめる方法についての説明を記載しなければならない。（第 32 条 5） 

 

NECP に関して、例えば、2019 年に提出されたドイツの NECP においては、2010 年にド

イツで策定された国内目標である 2030 年に最終エネルギー消費量に占める再エネ割合を

30%とすることと整合する形で 2030 年目標が掲げられた。中間年については、図表 102 に

 
28 後述の RePower EU 計画に沿った「45%」の達成が、努力目標とされている。 

29 RED は、指令として加盟国政府に対して法的拘束力を及ぼす。各加盟国には、RED で規定された再エネ割合

目標の達成のための国内立法等の措置が義務づけられる。期限内に法制化されない場合、罰金が課される可能

性がある。欧州委員会は、RED の国内法制化を怠ったとして、オーストリア、ポーランド、キプロス、アイル

ランドを欧州司法裁判所に付託した経緯がある。（出所）欧州委員会「Renewable Energy: Commission refers 

Ireland to Court for failing to transpose EU rules」<https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ES/IP_14_44>

（2024 年 1 月アクセス） 
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示されるように 2030 年にかけて直線的に増加（年 1.2%ポイント増加に相当）する方向性が

示されている。 

図表 102 ドイツの NECP における再エネ割合の方向性 

 

（出所）ドイツ政府「Germany, Final NECP (submitted in 2019)」（2019年） 

 

２.３  再エネ熱に関する目標設定 

REDⅡでは、加盟国は 2021～2025 年及び 2026～2030 年の各期間の熱部門の再エネ割合を

指標目標として、年平均 1.3%ポイント以上増加しなければならないと定めており、努力義

務となっている。 

一方、REDⅢでは、法的拘束力のある目標値として、2026 年までは 0.8%、2026～2030 年

にかけては 1.1%と設定されており、加盟国による対応が想定される。 

 

２.４  ヒートポンプの普及に関する概況 

前述のとおり、EU の RED における再エネの定義には、大気熱が含まれており、加盟国に

おいては再エネ割合の目標に関して、地中熱 HP 等に加えて、空気熱 HP の普及に取り組む

ことの合理性がある。 

再エネ政策以外に、省エネ政策の文脈においても、HP の普及が重視されている。ロシア

によるウクライナ侵攻後に、脱化石燃料依存の加速に向けて策定された RePower（リパワー） 

EU 計画（2022 年 5 月）や、2050 年までのカーボンニュートラル実現に向けて策定作業が進

む EU HP アクションプラン（2023 年第 4 半期採択予定だったものの、延期の見通し30）な

どでは、HP の普及施策が打ち出されている。 

EU におけるヒートポンプ普及に関する主な動向を図表 103 に示す。 

 

図表 103 EU におけるヒートポンプ普及に関する主な動向 

◼ 背景 

➢ 欧州では、依然として冷温熱需要の約 70%を、天然ガスを中心とする化石燃料で

まかなっている。また、家庭部門では最終エネルギー需要の約 80%が冷暖房用途

で消費されている。 

➢ EU は、再エネ及び省エネ分野の投資の加速により、化石燃料輸入を削減するこ

とを目的として、多面的な目標設定を展開している。 

 
30 EHPA「EU Commission slams brakes on Heat Pump Action Plan」< https://www.ehpa.org/news-and-resources/press-

releases/the-european-commission-has-postponed-its-heat-pump-action-plan-until-after-the-eu-elections-the-decision-

comes-despite-the-commissions-repeated-assurances-that-the-action-plan-would-be-out/>（2023 年 12 月アクセス） 
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⚫ BEG では、住宅（新改築）、非

住宅（新改築）、個別設備（改

修）を対象として、各種支援を

実施。支援対象技術に、再エネ

熱利用技術（太陽熱、HP 等）

が含まれる 

⚫ BEG は、ドイツ開発銀行

（KfW）が運営 

➢ 戸建住宅：上限

6 万ユーロ 

⚫ 優遇金利ローン：

0.64%～ 

➢ リフォーム、新

築、購入の年率 

⚫ 返済ボーナス：

15%～50% 

地中熱 HP 導入補

助金 

フランス ⚫ 住宅用地中熱 HP の導入量を

2025 年までに倍増する政策目

標の達成に向けて、地中熱 HP

への転換に要する費用を補助。 

⚫ 他の補助制度と組み合わせるこ

とで、導入費用負担を最大で

90%軽減可能 

⚫ 地中熱 HP：5,000

ユーロ（2023 年 3

月以降の増額後の

金額） 

➢ （参考）導

入費用の平均は

1.8 万~2.0 万ユー

ロ 

ボイラー更新ス

キ ー ム （ BUS ：

Boiler Upgrade 

Scheme） 

英国 ⚫ 建築物での熱の脱炭素化支援策

として、住宅用及び非住宅用の

建築物への HP や、バイオマス

ボイラーの導入を支援するた

め、資本コストを補助 ※設備

容量上限 45kWth。現状ほとん

どが住宅用に対する補助となっ

ている 

⚫ 導入技術に応じた補助額が定め

られている 

⚫ 空気熱HP：7,500

ポンド 

⚫ 地中熱HP：7,500

ポンド 

⚫ バイオマスボイ

ラー：5,000 ポン

ド 

（2023 年 10 月以

降の増額後の金

額） 

（出所）IEA「Federal Subsidy for Efficient Buildings (BEG) by KfW」

<https://www.iea.org/policies/14957-federal-subsidy-for-efficient-buildings-beg-by-kfw>、仏

政府「Installation of a geothermal heat pump: aid increased to EUR 5 000」

<https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A16385?lang=en>、英国 Ofgem「Boiler 

Upgrade Scheme (BUS)」<https://www.ofgem.gov.uk/environmental-and-social-schemes/boiler-

upgrade-scheme-

bus#:~:text=What%20is%20the%20Boiler%20Upgrade,buildings%20in%20England%20and%20Wales.>

（2023年 10月アクセス）、英国 Ofgem「BUS Annual Report 2022-23」をもとに三菱 UFJ リサーチ＆コ

ンサルティング作成 

 

３.２  熱生産に対する補助金 

前項で述べた導入費用の補助のように初期投資にかかる補助金制度が各国においてみら

れる。一方で、英国では、再エネ熱生産に対して一定期間にわたり熱量あたりの補助金を交

付する「再エネ熱インセンティブ（RHI： Renewable Heat Incentive）」制度が運用されてきた。 

制度の背景として、英国では建築物部門の GHG 排出量が多く、削減が課題となっていた。

そのため、2011 年に非家庭用再エネ熱インセンティブ（NDRHI：Non- Domestic Renewable 

Heat Incentive）を、2014 年に家庭用再エネ熱インセンティブ（DRHI：Domestic Renewable Heat 

Incentive）を導入し、再エネ熱利用を促進してきた。図表 105 に示すように、NDRHI と DRHI

は、いずれも要件を満たす再エネ熱の生産量に対して、一定期間にわたりタリフ（ポンド／
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⚫ 2020 年・2021 年：350 百万€  

⚫ 2022 年（エネルギー危機に伴う増額）：520 百万€ 

 

図表 106 ヒートファンド制度技術種別支援実績件数 

 

（注）赤字は仮訳。 

（出所）ADEME「Guide Fonds Chaleur 2023」（2023年 10月）  

 

４．建築物に関する規制 

建築物のエネルギー性能や GHG 排出量の規制は、再エネ熱の普及に影響することが考え

られる。ドイツの「建築物エネルギー法」は、新築建築物に対して再エネ熱によりエネルギー

需要の一定割合以上をまかなうことを要件としている。また、フランスでは、現行の「環境

規制 2020」の発効前までは、新築戸建住宅は「2012 年熱規則」に則り、太陽熱温水生産を

選択肢に含む再エネ利用が義務付けられていた。現在は、再エネ利用の義務を課す形ではな

く、暖房起源の CO2 排出量を規制する形となっている。図表 107 において、建築物に関す

る規制における再エネ利用義務の概況を示す。 
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<https://www.bmwsb.bund.de/Webs/BMWSB/DE/themen/bauen/energieeffizientes-bauen-

sanieren/gebaeudeenergiegesetz/gebaeudeenergiegesetz-node.html>、「Gebäudeenergiegesetzes,§

34-45」、 フランス政府ウェブサイト「Réglementation environnementale RE2020」

<https://www.ecologie.gouv.fr/reglementation-environnementale-re2020>（2023年 10月アクセス）

等をもとに三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング作成 

 

５．化石燃料の使用規制 

５.１  規制動向 

一部の諸外国・地域は、建築物における暖房用途等の化石燃料使用を規制することで、電

化や再エネ熱利用を促し、GHG 排出削減を図っている。規制強度が相対的に強いとみられ

るのが、ドイツ及びフランスにおける新築建築物に対する化石燃料の使用規制である32。次

頁において規制動向の概要を整理する。 

なお、近年ドイツやフランス以外の国においても、化石燃料ボイラーに対する規制が講じ

られている。参考として、図表 108 に各国の対応状況を示す。 

 

図表 108 化石燃料ボイラーの CN 貢献に向けた各国の対応 

 

（出所）第 42 回総合資源エネルギー調査会省エネルギー・新エネルギー分科会省エネルギー小委員会「参考資

料 海外施策について」（2023年 6月） 

 

 
32 NEDO「再生可能エネルギー熱利用にかかるコスト低減技術開発／カーボンニュートラルに伴う再生可能エネ

ルギー熱の国内外政策動向調査報告書」（2022 年 3 月） 
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５.２  各国における規制 

ドイツでは、省エネルギー法（EnEG：Energieeinsparungsgesetz）に基づく、省エネルギー

令（EnEV：Energieeinsparverordnung）の施行により、2016 年 1 月以降、新築建築物に石油燃

焼器を導入することを実質的に困難としている33。具体的には、EnEV で規定される省エネ

ルギー基準を満たすためには、暖房需要が少なく、非常に優れた建築物の外皮性能であると

いった条件でない限り、新築建築物に石油燃焼機器を導入できない。 

フランスでは、前述の RE2020 において新築戸建住宅の CO2排出基準の閾値を厳しい水準

に設定しており、実質的にガスボイラーの設置を禁止している。新築戸建住宅のライフサイ

クル（建築及び使用）は、年間 4kg CO2/m
2と設定されており、天然ガスによる暖房システム

はこれを上回る。新築集合住宅については、2025 年 1 月以降に、実質的にガスボイラーが禁

止される見通しである。ただし、ガスボイラーを、ヒートポンプの補器として使用すること

は引き続き可能である。 

 

６．排出量取引 

６.１  ドイツ国内排出量取引制度（nEHS） 

ドイツでは、産業部門や航空部門を対象とする EU 域内排出量取引制度（EU-ETS）での対

応が難しい民生部門や運輸部門の GHG 排出量削減の対策を強化するために、国内排出量取

引制度（nEHS：Nationales Emissionshandelssystem）が、2021 年に導入された。 

nEHS の概要を図表 109 に示す。nEHS は、暖房用や運輸用の化石燃料の販売・供給事業者

に対して、CO2排出量 1 トン当たりの価格を課す仕組みとなっている。価格水準は、図表 110

に示すように制度導入年の 25 ユーロ／CO2-t から始まり、次第に高くなる設定である。nEHS

に要する費用の化石燃料の小売価格への転嫁に伴い、徐々に電化や再エネ熱利用システムの

経済性が高まる可能性が想定される。 

 

図表 109 nEHS の概要 

◼ 制度概要 

➢ 化石燃料販売者等が、販売分の排出量に相当する CO2排出量証明書を購入し、独

排出量取引機関（DEHSt）に引き渡す 

➢ 販売者等による小売価格転嫁を通じて、最終消費者の化石燃料使用の縮小・廃止

へと誘導 

◼ 対象 

➢ 2021 年～：石油、ディーゼル、暖房用石油、天然ガス、液化ガス、持続可能性基

準に満たないバイオマス 

➢ 2023 年～：上記に石炭が追加 

➢ 2024 年～：上記の熱生産と輸送用途の燃料に加えて、廃棄物焼却が追加 

 
33 現在 EnEV は、前述の GEG に統合。既設建築物での化石燃料暖房の設置禁止が計画されていた時期があった

ものの、2024 年 1 月に施行された改正 GEG では、既設建築物に設置済みの化石燃料を使用する暖房を引き続き

使用できることを規定している。 
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◼ 価格（ユーロ／CO2-t） 

➢ 2021 年～2025 年は、価格が次第に高くなる形で事前に設定 

➢ 2026 年以降の価格については、オークション形式で決定予定。特に、排出量の上

限は設定されないとみられる 

➢ 2025 年に実施予定の評価に基づき、将来的な価格に関する事項が決められる見

通し 

（出所）DEHStウェブサイト「Understanding national emissions trading」

<https://www.dehst.de/EN/national-emissions-trading/understanding-national-emissions-

trading/understanding-nehs_node.html>（2023年 10月アクセス）をもとに三菱 UFJ リサーチ＆コン

サルティング作成 

 

図表 110 2021 年～2026 年における nEHS の価格トレンド 

 

（出所）DEHStウェブサイト「Understanding national emissions trading」

<https://www.dehst.de/EN/national-emissions-trading/understanding-national-emissions-

trading/understanding-nehs_node.html>（2023年 10月アクセス） 

 

なお、前述の EU の Fit for 55 では、EU-ETS の適用部門の拡大が掲げられ、2027 年以降、

建築物、陸上輸送等の部門に燃料を供給する事業者に新たな EU-ETS 制度が適用される見通

しとなっている34。 

 

７．技術開発支援 

７.１  EU研究イノベーションプログラム 

EU では、1984 年以降、複数年次にわたる研究・イノベーション助成プログラムが実施さ

れており、再エネ熱に関連するプロジェクトもある。具体的には、図表 111 に示されるテー

マ内容に取り組まれており、家庭用、非家庭用ともに実績がある。 

 
34 ただし、燃料高騰が生じた場合の導入延期措置がある。（出所）ECウェブサイト「Press release 25 April 

2023」<https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2023/04/25/fit-for-55-council-

adopts-key-pieces-of-legislation-delivering-on-2030-climate-targets/?utm_source=dsms-

auto&utm_medium=email&utm_campaign=%27Fit%20for%2055%27%3A%20Council%20adopts%20key%20pieces%20of%

20legislation%20delivering%20on%202030%20climate%20targets> （2023年 11月アクセス） 
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TRL 3～4 から 4～5 へ
の引き上げ 

LCE 3 – 2014/2015: Demonstration 
of renewable electricity and 
heating/cooling technologies 

太陽光、集光型太陽熱、
風力、海洋、再エネ熱の
実証 
TRL 5～6 から 6～7 へ
の引き上げ 

500 万～2,000 万 

（出所）NEDO「再生可能エネルギー熱利用にかかるコスト低減技術開発／カーボンニュートラルに伴う再生可能

エネルギー熱の国内外政策動向調査報告書」（2022年 3月）をもとに三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティ

ング作成 

 

７.２  その他の技術開発支援 

前項で挙げた EU の研究イノベーションプログラム以外にも各国レベルで技術開発支援が

行われている。以下では、英国及び米国における再エネ熱関連の技術開発支援の概況を整理

する35。 

英国では、10 億ポンド規模のネットゼロイノベーションポートフォリオ（NZIP：Net Zero 

Innovation Portfolio）と呼ばれる政策パッケージにより、GHG 排出量の削減に向けた技術及

びシステムに対する資金提供を行っている。 

NZIP の対象は多岐に渡るが、一部として、ヒートポンプ対応プログラム（HP ready 

programme）では、HP に関するソリューション開発が 2021 年以降行われている。 

開発の種類は、以下の 3 種に大別され、主に住宅用の HP の導入進展が図られている。な

お、開発は公募形式で実施されている。 

⚫ ストリーム 1 （中小企業研究イニシアティブ(SBRI)を通じて最大 3 千万ポンドの資金

提供） 

➢ 住宅用 HP の大規模導入に向けた HP の費用対効果の向上、地域レベルでの高密

度な導入に資するソリューション及び方法論の設計、実証、等 

⚫ ストリーム 2 （最大 2.5 千万ポンドの資金提供） 

➢ ハードウェア／ソフトウェアの開発 （HP 性能向上、導入障壁を解決するため

のツール、技術、プロセス開発、等） 

⚫ ストリーム 3 （最大 5 百万ポンドの資金提供） 

➢ 実証支援、研修 

 

諸外国では再エネ熱に関する技術開発ロードマップを策定する動きがみられる。例えば、

米国では、米国エネルギー省（DOE：Department of Energy）が、2019 年に地熱／地中熱開発

に関する包括的なロードマップを「Geo Vision」の一部として取りまとめた。同ロードマップ

は、地熱／地中熱のポテンシャルの活用に向けた指針とされることが意図されている。 

同ロードマップでは、主に「資源アセスメント・サイト解析の改善・重要技術進展に関す

る研究」と「地熱／地中熱価値の最大化」の領域において技術開発面のアクション、対応す

 
35 NEDO「再生可能エネルギー熱利用にかかるコスト低減技術開発／カーボンニュートラルに伴う再生可能エネ

ルギー熱の国内外政策動向調査報告書」（2022 年 3 月） 
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る成果、影響などを取りまとめている。アクションとしては、以下が含まれている。 

⚫ 資源ポテンシャルの評価 

⚫ 地中熱 HP の熱交換メカニズムとシステム設計の改善 

⚫ 地中熱 HP システムの設計・設置の標準化 

 

８．制度等の比較・示唆 

再エネ熱を取り巻く制度等について、項目毎に海外と国内との比較の観点でまとめ、示唆

を整理する。 

⚫ 普及方針策定・目標設定 

➢ 日本においては、EU と異なり、再エネ熱の定量的な導入目標（導入量、増加率、

等）を掲げておらず、各種政策を強力に推進する根拠や基盤を欠いていると言え

る。この点は業界からの要望も強く、目標値の設定がその他の支援策の充実につ

ながることから、今後のエネルギー政策における論点に成り得る。一方、欧州の

目標値にはすでに日本で普及している大気熱が含まれる、欧州と気候条件が異な

る、などの違いがある点には留意する必要がある。 

⚫ 補助金制度 

➢ 日本においては、国レベルの補助金は、単なる再エネ熱利用システムの導入は対

象外としつつある。例えば、レジリエンス強化や ZEB・ZEH 実証に資するなど、

補助金要件への合致が難化している上、補助金制度内容が事業年度毎に変更され

ることが多いことなどから、制度浸透や利用が難しい一面がある。地方公共団体

による補助金は、純粋なシステム導入が補助対象となる場合が多いものの、補助

額・割合が限定的な場合が多く、導入の意思決定に必ずしも結びつかない。 

➢ 諸外国においては、国レベルで継続的に同一の補助金制度を運用する傾向があり、

制度の知名度が浸透し、広く活用されやすい状況が推察される。加えて、エネル

ギー危機を受け補助水準が増額される傾向が見受けられ、再エネ熱の導入の後押

しとなっていると考えられる。 

⚫ 建築物に関する規制・化石燃料の使用規制 

➢ 新築建築物（住宅・非住宅）と公的建築物（改修も含む）について、ドイツでは

一定割合を再エネで賄うことを要求しており、日本と比べ、再エネ熱利用が選択

肢となりやすい状況にある。 

➢ 住宅に関しては、日本では、化石燃料（都市ガス、石油、等）の使用が特に規制

対象とされていないものの、ドイツやフランスなどでは、規制強化の傾向がみら

れ、再エネ熱利用が選択肢となりやすい状況にある。なお、フランスでは、使用

技術を、太陽熱温水器利用等の予め定められた選択肢に限定するアプローチから、

排出量を規制するアプローチへの変遷がみられ、再エネ熱利用が更に普及するか

否かは、コスト便益に依存すると考えられる。 
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⚫ 排出量取引 

➢ ドイツでは、先行的に、暖房用途の化石燃料販売を対象に国内排出量取引制度を

導入しており、間接的に化石燃料価格を上昇させることで、化石燃料使用の休廃

止を促している。将来的に価格水準が漸増することにより、現状以上に再エネ熱

利用の機運が高まる可能性が予見されるものの、ドイツでは家庭用電気料金単

価が欧州内で相対的に高く、再エネ熱利用のコスト面の競争力は精査が必要で

ある。 

⚫ 技術開発支援・導入アドバイス・情報提供 

➢ EU では、主に HORIZON プログラムにより、熱分野の脱炭素化に資する再エネ

熱利用に関する研究開発を実施してきており、日本においても継続的な技術開

発支援が期待される。 
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図表 117 太陽熱のコスト水準の比較（欧州） 

 

（注）COMBI-SYSTEM は給湯・暖房利用システムを示す。 

（出所）Solar Heat Europe「Solar Heat Markets in Europe 2019」(2020 年 12 月） 

 

（2）太陽熱のスケールメリット 

日本では、大規模な太陽熱利用が存在しないが、デンマークを中心に地域熱供給での大

規模利用している事例がある。こうした事例では、コスト低減し、事例間のコスト幅も縮

小することが報告されている。 
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図表 118 太陽熱のサイズ別の単価に関する比較例① 

 

（注） 熱貯蔵設備を含む。単価差だけでなく、大規模施設は、小規模施設に比べて、一般的に 20%以上性能に

優れる。 

（出所）JRC「Background Report on EU-27 District Heating and Cooling Potentials, Barriers, Best Practice and Measures 

of Promotion」（2012 年）（原典は DBDH 2005 District Heating - a precondition for efficient use of solar 

heating） 

図表 119 太陽熱のサイズ別の単価に関する比較例② 

 

（注） 太陽熱のイラストがある棒グラフは kW あたりの導入コスト（左軸）で、黄色が LCOH（平準化熱コス

ト、右軸）の範囲、赤線が素の平均値である。SFH は一戸建て（Single Family House）、MFH は集合住

宅（Multi Family House）、SDH は Solar District Heating、DS は日中貯蔵（Diurnal Storage）を示す。 

（出所）Solar Heat Europe「Solar Heat Markets in Europe 2016」(2017 年 11 月） 
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（3）太陽熱のコスト低減 

一般的にエネルギー技術は、累積生産量の増加に伴い、コスト低減することが多い。ド

イツの研究によれば、太陽熱の習熟率（累積生産量が倍増になった場合のコスト低減の割

合）は 18%であり、太陽光発電と同程度とされている。一方、太陽光発電の市場拡大が進

んでいるため、結果的に価格低減の進捗に差が生じている。 

 

図表 120 ドイツにおける太陽光発電（PV）と太陽熱の経験曲線 

 

（出所）Solar Heat Europe「Solar Heat Markets in Europe 2016」(2017 年 11 月）（原典はカッセル大学（2017）） 

 

２.２  雪氷熱 

２.２.１  雪氷熱利用に係るコスト 

雪氷熱の主要費用は初期費用であり、主に貯雪庫の建設費または雪山造成費、ポンプ・ファ

ン等が発生する。その他、ポンプ・ファン等を駆動のための電気代が発生する。 
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算出したコスト水準に基づき、雪氷熱の投資回収年数を算出すると以下の通りとなる。

小規模の貯雪庫方式の場合、投資回収不可（計算上の投資回収年数が 100 年以上）になる

が、大規模な雪山方式であれば、一般的な投資回収年数の範囲に収まる可能性も出てくる。 

 

図表 125 雪氷熱の電気冷房に対する投資回収年数 

 

（注）投資回収年数＝（電気冷房の運転維持費 – 雪氷熱の運転維持費）÷（雪氷熱の初期費用 – 電気冷房の初

期費用） 

 

２.３  温泉熱 

２.３.１  温泉熱に係るコスト 

温泉熱は、源泉温度が低い場合、ヒートポンプを使用する必要があるが、源泉温度が高

い場合には熱交換器のみで利用可能である。（ただし、源泉温度が高い場合でもあっても、

熱交換器を用いて熱利用した排湯をさらにヒートポンプで二次利用するケースもある。） 

環境省が公表する温泉熱利用事例一覧から、設備構成で事例を分類すると、熱交換器の

みを使用している場合は事業費が低く、投資回収年数も短い傾向がある一方で、ヒートポ

ンプを使用する場合には、投資回収年数が長くなる傾向がある。ただし、利用方法がシン

プルであることや、温度帯が比較的高いことから、どちらの場合も他の再エネ熱と比較す

ると経済性は高い傾向が見られる。 
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図表 134 地中熱の大気熱に対する投資回収年数 

 

（注）投資回収年数＝（大気熱の運転維持費 - 地中熱の運転維持費）÷（地中熱の初期費用 - 大気熱の初期費

用） 

 

２.４.３  その他参考情報 

太陽熱と同様に地中熱については累積生産量の増加に伴うコスト低減効果に関する研

究について紹介する。 

地中熱の普及が進むスイスを対象とした研究によれば、地中熱のヒートポンプの習熟率

が 34.8 %、地中熱交換機の習熟率が 33.5%、配管部分の習熟率が 27.2%とされている。 

スイスのように普及段階に応じた適切な導入補助政策が行われ、十分な競争環境が成り

立つことによって、累積容量が 2 倍になった場合、30%程度のコスト削減が達成できる可

能性があることが示唆される。 
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